
霊
元
天
皇
の
奥
と
東
福
門
院

石

田

俊

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
霊
光
天
皇
在
位
時
の
奥
に
つ
い
て
、
天
皇
の
「
母
」
で
あ
る
東
福
門
院
の
役
割
に
注
目
し
、
幕
府
の
動
向
に
も
留
意
し
て
具
体
的

に
検
討
し
た
。
天
皇
幼
年
時
の
奥
は
、
東
福
門
院
と
三
条
西
実
教
な
ど
が
統
括
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
皇
継
を
め
ぐ
っ
て
禁
闊
騒
動
が
起
こ
る
と
、
幕
府

と
後
水
尾
院
・
東
福
門
院
は
奥
の
統
制
を
強
め
、
鷹
司
房
子
を
入
内
さ
せ
て
皇
継
問
題
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
女
院
を
申
心
に
作
成
さ
れ
た
掟
書
に
よ

っ
て
、
伝
奏
や
禁
裏
附
が
「
御
前
」
の
情
報
を
直
接
入
手
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。
し
か
し
奥
の
争
い
や
天
皇
の
成
人
に
よ
り
女
院
の
影
響
力
が
減
退

す
る
と
、
そ
の
体
制
は
形
骸
化
し
て
い
っ
た
。
女
院
や
後
水
尾
院
の
没
後
、
天
皇
は
奥
の
再
編
成
を
進
め
、
譲
位
に
あ
た
っ
て
は
外
戚
の
女
中
を
禁
裏
奥

に
配
置
し
て
院
政
の
基
盤
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
四
巻
三
号
　
一
一
〇
＝
年
五
月

霊元天皇の奥と東福門院（石田）

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
竈
元
天
皇
在
位
時
、
と
り
わ
け
寛
文
期
に
お
け
る
奥
の
構
造
や
そ
の
変
遷
を
、
表
向
き
の
朝
廷
運
営
や
幕
府
の
動
き
に
も
留
意
し
つ

つ
、
具
体
的
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
は
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
国
家
論
の
展
開
に
伴
っ
て
本
格
化
し
た
。
八
○
年
代
か
ら
は
近
世
中
・

後
期
に
も
研
究
の
範
囲
が
広
げ
ら
れ
、
武
家
伝
奏
や
議
奏
と
い
っ
た
職
制
の
成
立
過
程
や
職
掌
の
検
討
が
行
わ
れ
る
中
で
、
関
白
（
五
摂
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

1
武
家
伝
奏
一
議
奏
の
ラ
イ
ン
を
朝
幕
関
係
・
朝
廷
運
営
の
基
本
的
枠
組
と
す
る
見
解
が
定
着
し
た
。
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～
方
、
制
度
的
枠
組
を
重
視
す
る
研
究
に
対
し
、
近
年
野
村
玄
は
、
皇
位
の
管
理
と
「
叡
慮
」
（
天
皇
の
意
思
）
の
制
御
と
い
う
幕
府
の
対
朝

廷
政
策
に
お
け
る
新
た
な
分
析
軸
を
う
ち
だ
し
た
。
野
村
に
よ
れ
ば
、
家
光
政
権
か
ら
家
綱
政
権
へ
の
移
行
の
中
、
幕
府
は
皇
位
と
「
叡
慮
」

を
自
ら
が
安
心
で
き
る
形
で
掌
握
す
る
事
を
目
指
し
て
い
た
。
皇
位
の
管
理
は
、
禁
裏
附
と
東
福
門
院
と
い
う
直
接
的
な
政
治
的
経
路
を
確
保

し
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
の
皇
位
継
承
者
選
定
過
程
に
事
前
関
与
す
る
事
で
あ
る
程
度
実
現
し
た
が
、
「
叡
慮
」
を
完
全
に
統
制
す
る
事
は

で
き
ず
、
以
後
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
ま
で
の
平
和
と
安
定
は
、
幕
府
が
天
皇
の
人
格
と
向
き
合
う
緊
張
関
係
を
常
に
内
包
し
た
過
程
と
し

　
　
　
　
　
　
②

て
も
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
。

　
野
村
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
場
合
、
当
該
期
の
朝
廷
に
お
い
て
禁
裏
奥
女
中
が
果
た
し
て
い
た
役
割
は
大
き
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
多
く
の
女

中
に
は
皇
子
・
皇
女
の
出
産
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
皇
位
の
行
方
に
直
結
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
日
常
的
に
天
皇
に
接
す
る
彼

女
達
は
天
皇
の
意
思
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
う
る
。
幕
府
が
奥
の
動
向
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
可
能
性
は
高
く
、
い
か
に
し
て
奥
を
掌
握
し
、

統
制
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
際
、
重
要
に
な
る
の
が
天
皇
の
母
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
生
前
譲
位
を
基
本
と
し
た
近
世
で
は
、
多
く
の
天
皇
が
幼
少
で
即
位
す
る
。
従

っ
て
、
奥
の
統
制
は
ま
ず
母
親
の
役
割
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
十
七
世
紀
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
朝
廷
に
は
、
実
子
明
正
天
皇

も
含
め
た
天
皇
四
代
の
「
母
」
で
あ
り
、
徳
川
秀
忠
息
女
で
も
あ
る
東
福
門
院
徳
川
和
子
が
い
た
。
東
福
門
院
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
よ
う
に

皇
位
継
承
者
選
定
過
程
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
日
常
的
な
朝
廷
統
制
・
朝
廷
運
営
に
お
け

る
役
割
は
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
奥
の
管
理
・
統
制
と
い
う
側
面
か
ら
彼
女
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
ま
た
近
年
、
武
家
社
会
の
奥
に
関
す
る
研
究
が
急
速
に
発
展
し
て
い
る
。
主
に
儀
礼
的
側
面
か
ら
奥
女
中
を
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
位
置
づ
け
る
作
業
が
進
ん
で
い
る
が
、
そ
の
中
で
長
野
ひ
ろ
子
は
、
朝
廷
に
仕
え
た
女
性
の
役
割
に
早
い
段
階
か
ら
言
及
し
て
い
る
。
禁
裏

奥
の
構
造
や
表
向
き
と
の
関
係
を
解
明
す
る
事
は
、
近
世
の
奥
研
究
の
視
野
を
広
げ
る
意
味
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
朝
廷
の
奥
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

つ
い
て
は
、
近
世
中
後
期
に
お
け
る
構
成
や
組
織
等
に
関
し
て
高
橋
博
の
研
究
が
あ
る
も
の
の
、
前
期
の
蓄
積
は
皆
無
に
近
く
、
女
中
の
人
物
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比
定
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
従
っ
て
女
中
の
変
遷
や
出
自
・
年
齢
等
基
本
的
な
情
報
を
確
定
し
て
い
く
事
自
体
、
本
稿
の
重

要
な
目
的
と
な
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、
第
一
章
で
は
い
わ
ゆ
る
禁
閾
騒
動
以
前
の
奥
の
人
員
構
成
や
そ
の
変
動
を
示
す
。
第
二
章
で
は
騒
動
の
経
緯
を
再
検
討
す

る
と
共
に
、
そ
の
結
果
行
わ
れ
た
奥
の
統
制
に
つ
い
て
、
年
寄
衆
の
制
度
化
や
蔵
元
天
皇
の
皇
継
問
題
と
も
絡
め
て
明
ら
か
に
し
、
第
三
章
で

延
宝
～
貞
享
期
に
お
け
る
そ
の
崩
壊
を
分
析
す
る
。

　
な
お
、
史
料
中
の
［
］
は
小
字
、
｝
｝
は
傍
注
で
あ
る
。

　
①
高
埜
利
彦
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
」
（
『
日
本
史
研
究
㎞
三
一
九
、
一
九
八
九
　
　
波
書
店
、
エ
○
〇
九
年
）
、
福
田
千
鶴
「
奥
女
中
の
世
界
」
（
藪
田
貫
・
山
谷
慶
子

　
　
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
『
身
分
の
な
か
の
女
性
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
等
。

　
②
野
村
玄
「
後
光
明
天
皇
の
即
位
と
江
戸
纂
府
」
（
同
著
噌
日
本
近
世
国
家
の
確
　

④
長
野
ひ
ろ
子
「
幕
藩
覇
国
家
の
政
治
構
造
と
女
性
」
（
同
著
㎎
日
本
近
世
ジ
ェ

　
　
立
と
天
皇
』
（
清
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
、
同
書
「
結
論
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
ダ
ー
論
㎞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
。
初
出
一
九
九
〇
年
。

　
③
柳
谷
慶
子
門
大
名
家
の
門
奥
」
と
改
革
」
（
同
論
糊
近
世
の
女
性
相
続
と
介
護
㎞
　
　
⑤
高
橋
博
門
近
世
の
朝
廷
と
女
官
鵜
度
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
。

　
　
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
、
畑
尚
子
『
徳
川
政
権
下
の
大
奥
と
奥
女
中
㎏
（
岩

第
【
章
　
寛
文
三
年
～
七
年
に
お
け
る
朝
廷
運
営
と
奥

霊元天皇の奥と東福門院（石田）

第
一
節
　
奥
の
人
員
と
そ
の
特
色

　
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
正
月
二
十
六
日
、
後
面
天
皇
（
寛
文
三
年
当
時
二
十
七
歳
、
以
下
同
）
が
譲
位
し
、
霊
発
天
皇
（
十
歳
）
が
受
禅
し
た
。

父
は
後
水
尾
院
（
六
十
八
歳
）
、
実
母
は
新
中
納
言
局
（
新
広
義
門
院
、
四
十
歳
）
で
、
東
福
門
院
（
五
十
七
歳
）
を
養
母
と
し
た
。
武
家
伝
奏
は
勧

修
寺
経
広
（
五
十
八
歳
）
・
飛
鳥
井
雅
章
（
五
十
三
歳
）
、
即
位
に
あ
わ
せ
て
設
置
さ
れ
た
年
寄
衆
は
、
年
齢
算
に
葉
室
頼
業
（
四
十
九
歳
）
・
正
親

町
実
豊
（
四
＋
五
歳
）
・
二
軸
福
（
四
十
二
歳
）
・
東
園
基
賢
（
三
十
八
歳
）
で
あ
っ
た
。
後
に
検
討
す
る
三
条
西
実
教
（
四
十
五
歳
）
と
あ
わ
せ
、

概
ね
四
十
歳
以
上
の
人
々
が
中
心
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
摂
家
は
、
摂
政
二
条
光
平
（
四
十
歳
）
を
筆
頭
に
左
大
臣
鷹
司
下
馴
（
二
十
七
歳
）
、
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表1　寛文七年における禁裏女中

女中名 出　　自 石高 備　　考

上脇御局 一（記載なし） 200石

大典侍局 小倉殿息女 120石

重大典侍局 小川坊城殿息女 120石

新大典侍周 柴山殿息女 120石

大納言典倦局 四辻殿息女 ユ20石

匂当内侍 西洞院殿息女 200石

平内部局 一（記載なし） 100石

藤内侍局 姉小路殿息女 100石

新内侍局 水無理殿三流 100石

大乳人殿 一（記載なし） 200石

伊与殿 壬生官務息女 100石

右近殿 賀茂森家息女 60石

田村殿 中御門殿息女 120石 上二次御客人分

御幸御方 愛宕殿息 60石 中鵬次

土佐殿 佐々八幡社家息 60石

下野殿 吉田社家息 60石

近江殿 一（記載なし） 60石 御さし

（注）　『御公家分限騰（寛文七年）より作成。

権
大
納
六
九
条
兼
晴
（
二
十
三
歳
）
、
同
近
衛
基
熈
（
十
六
歳
）
、

同
一
条
内
房
（
十
二
歳
）
で
あ
る
。

　
一
方
、
こ
の
時
の
奥
は
ど
う
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

表
1
は
『
御
公
家
分
限
帳
』
（
寛
文
七
年
）
（
以
下
『
分
限
帳
』
）

に
記
載
さ
れ
る
女
中
の
出
自
・
石
高
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
近
世
の
禁
裏
女
官
に
は
堂
上
出
身
者
が
な
る
御
局
（
尚

侍
・
典
侍
・
内
侍
）
、
地
下
・
社
家
出
身
者
が
な
る
御
下
（
命

婦
・
女
蔵
人
・
御
差
）
が
お
り
、
そ
の
下
に
三
仲
間
と
呼
ば
れ

る
御
末
・
女
嬬
・
御
坐
所
、
さ
ら
に
表
使
等
が
い
た
。
尚
侍

は
形
骸
化
し
て
お
り
、
典
侍
の
上
首
で
あ
る
大
典
侍
が
事
実

上
の
最
上
位
で
あ
っ
た
。
ま
た
内
侍
の
上
首
を
長
橋
（
匂
当

内
侍
）
と
い
い
、
奥
の
財
政
管
理
等
多
様
な
業
務
を
こ
な
し

て
大
き
な
権
勢
を
有
し
て
い
た
。
命
婦
の
上
首
を
伊
予
、
次
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②

席
を
大
御
乳
人
と
い
い
、
大
御
乳
人
は
長
橋
の
補
佐
を
つ
と
め
た
。

　
こ
こ
で
は
特
に
典
侍
・
内
侍
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。
な
お
、
女
中
の
呼
称
は
昇
進
等
に
よ
り
変
動
、
継
承
さ
れ
る
。
ま
た
大
典
侍
や
長

橋
は
職
名
で
あ
る
と
岡
時
に
女
中
個
人
の
呼
称
で
も
あ
り
、
行
島
上
混
乱
を
き
た
し
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
、
以
後
個
人
と
し
て
の
女
中
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
場
合
、
噸
霊
元
天
皇
実
録
二
』
等
で
名
が
分
か
る
時
は
そ
の
名
を
、
不
明
の
場
合
は
出
身
家
を
、
可
能
な
限
り
呼
称
の
後
に
付
す
事
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
水
尾
院
）

　
さ
て
上
鵬
局
に
つ
い
て
は
、
女
中
の
知
行
を
割
り
振
る
際
、
「
田
村
殿
・
新
内
侍
接
地
行
依
無
之
、
法
　
皇
へ
窺
申
得
ヘ
ハ
、
上
帯
上
地
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
典
侍
）

二
百
石
ヲ
右
両
人
へ
百
石
ツ
・
直
下
可
然
之
由
仰
也
、
田
村
殿
万
事
す
け
殿
な
ミ
ニ
て
候
へ
共
、
表
向
訂
す
け
や
く
西
之
故
、
百
石
可
然
之
由
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④也
」
と
あ
り
、
田
村
局
（
申
御
門
氏
）
と
新
内
侍
（
水
無
瀬
氏
）
に
知
行
が
分
割
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
、
空
席
で
あ
っ
た
事
が
分
か
る
。
ま
た
後

述
す
る
よ
う
に
、
前
年
の
寛
文
六
年
、
長
橋
（
今
城
氏
）
に
暇
が
だ
さ
れ
て
平
内
侍
（
西
淋
毒
氏
）
が
後
任
に
な
っ
て
お
り
、
平
内
侍
も
空
席
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
出
自
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
管
見
の
限
り
、
寛
文
三
年
か
ら
七
年
に
い
た
る
ま

で
他
の
人
員
の
交
代
は
確
認
で
き
な
い
。

　
す
な
わ
ち
霊
元
天
皇
即
位
時
に
お
け
る
典
侍
・
内
侍
は
、
序
列
順
に
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
・
極
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
・
新
大
典
侍
（
芝
山
氏
）
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

大
納
言
典
侍
（
四
辻
氏
）
、
長
橋
（
今
城
氏
）
・
平
内
侍
（
西
洞
院
氏
）
・
藤
内
侍
（
姉
小
路
氏
）
・
新
内
侍
（
水
無
二
氏
）
と
い
う
構
成
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
識
仁
親
王
（
霊
元
天
皇
）
〉

　
『
忠
利
宿
祢
記
輪
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
寛
文
三
年
正
月
十
四
日
条
に
「
再
帰
局
一
昨
日
十
二
日
親
王
御
所
へ
被
参
、
大
典
侍
御
局
・

　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
西
天
皇
）

長
橋
御
局
以
上
三
人
禁
　
中
よ
り
親
王
御
所
へ
御
付
被
成
立
也
」
と
あ
り
、
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
・
長
橋
（
今
城
氏
）
・
伊
予
（
壬
生
氏
）
の
三
人

は
後
西
天
皇
時
代
か
ら
禁
裏
に
仕
え
、
譲
位
直
前
に
後
西
天
瘤
付
か
ら
漸
滅
親
王
付
と
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
新
天
皇
の
元
で
職
務
を
継
続
し
た
事

が
分
か
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
は
後
光
明
天
皇
即
位
段
階
か
ら
勤
め
て
お
り
、
後
喜
天
皇
の
時
は
～
臆
し
て
大
典
侍
で
あ
っ

⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
。
大
納
雷
典
侍
（
四
辻
氏
）
も
五
十
歳
前
後
で
あ
り
、
以
前
よ
り
別
の
御
所
に
勤
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
経
験
豊
富
な
彼
女
達
は
奥

向
き
の
事
務
を
実
質
的
に
担
う
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
そ
の
他
の
女
中
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
平
内
侍
（
西
洞
院
氏
）
は
西
洞
院
時
成
（
寛
文
三
年
当
時
二
十
歳
）
姉
と
さ
れ
る
（
後
述
）
所
か
ら
、
二

十
代
～
三
十
代
と
思
わ
れ
る
。
藤
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
・
新
大
典
侍
（
芝
山
氏
）
は
共
に
親
王
時
代
か
ら
仕
え
て
お
り
、
藤
大
典
侍
（
坊
城
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

子
）
は
天
皇
よ
り
二
歳
年
長
で
あ
る
。
新
大
典
侍
（
芝
山
氏
）
も
天
皇
と
同
世
代
と
思
わ
れ
る
。
典
侍
、
内
侍
の
序
列
が
ほ
ぼ
年
齢
順
で
あ
っ

⑨た
事
を
考
慮
す
る
と
、
藤
内
侍
（
姉
小
路
氏
）
・
薪
内
侍
（
水
無
血
氏
）
も
、
平
内
侍
（
西
洞
院
氏
）
よ
り
若
年
と
推
定
さ
れ
る
。
彼
女
達
は
幼
少

の
天
皇
の
い
わ
ば
遊
び
相
手
で
あ
り
、
将
来
的
な
皇
子
・
皇
女
の
出
産
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
女
中
の
多
く
は
表
向
き
の
朝
廷
運
営
を
担
う
人
々
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
は
東
福
門

院
の
推
薦
に
よ
り
奥
に
入
っ
た
人
物
で
あ
り
、
長
橋
（
今
城
氏
）
は
後
西
院
と
関
係
が
深
い
。
さ
ら
に
無
罪
典
侍
（
坊
城
房
子
）
の
外
祖
父
は
飛
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鳥
井
雅
章
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

勧
修
寺
経
広
は
大
叔
父
に
あ
た
る
。

ま
た
新
大
典
侍
（
芝
山
氏
）

第
二
節
　
三
条
西
実
教
の
「
後
見
」
と
奥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
勧
修
寺
養
子
で
あ
っ
た
。

6　（376）

　
当
該
期
の
朝
廷
運
営
を
主
導
し
た
の
は
三
条
西
実
教
で
あ
っ
た
。
彼
に
つ
い
て
は
先
行
硬
究
も
多
い
。
す
な
わ
ち
彼
は
歌
学
や
有
職
に
通
じ

て
お
り
、
承
応
三
年
の
後
光
明
天
皇
急
死
時
、
高
貴
宮
（
嘉
元
天
皇
）
を
天
皇
の
養
子
と
す
る
遺
言
を
勧
修
寺
経
広
・
持
明
院
基
定
と
共
に
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

水
尾
院
へ
伝
え
、
霊
元
天
皇
即
位
へ
つ
な
げ
た
事
で
勢
威
を
持
っ
た
。
幕
府
に
も
信
頼
さ
れ
、
朝
廷
内
に
強
い
影
響
力
を
有
し
た
と
さ
れ
る
。

と
は
い
え
、
武
家
伝
奏
で
も
年
寄
衆
で
も
当
官
の
公
卿
で
も
な
い
彼
に
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
事
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、
今
少
し
説
明
が
必
要
で

あ
ろ
う
。

【
史
料
二

『
中
院
通
茂
自
筆
記
』
冊
子
本
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
田
申
全
話
旧
態
典
籍
古
文
書
）

　
　
一
・
禁
中
方
南
甕
ハ
品
〃
こ
よ
り
（
圃
基
福
・
東
園
基
軸
、
年
寄
衆
両
　
　
　
　
　
　
　
人
）
承
候
事
津
島
限
大
小
唯
今
迄
ハ
一
姦
大
書
。
へ
遂
相
談
其
上
両
伝
奏
へ
申
事
山
導
申
届
候

　
為
一
事
両
人
相
斗
候
事
無
之
候
段
下
定
而
近
臣
奥
方
女
中
迄
も
瀟
瀟
存
知
候
、
此
卿
別
而
被
存
忠
義
、
言
談
、
其
上
近
年
両
度
関
東
へ
被
致
参
向
、
諸
事
被

　
示
合
同
様
之
呈
り
折
々
承
暗
躍
伝
馨
と
も
諸
事
三
条
へ
籍
宝
徳
二
と
於
江
戸
承
候
由
轟
撫
離
被
申
出
舞
鰹
縫
も
同
座
二
而
宜
ハ

　
通
之
気
色
二
候
、
此
段
切
々
噂
二
審
故
、
飛
鳥
井
大
納
言
も
右
之
通
玄
談
候
欺
と
存
候
、
依
然
弥
規
範
二
存
、
諸
事
無
違
背
両
人
井
近
臣
何
も
相
索
麺
候
、

　
右
之
段
ハ
近
臣
各
可
為
同
意
欺
、
於
御
尋
ハ
弥
以
可
為
分
明
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
史
料
一
は
（
寛
文
九
年
）
六
月
二
日
付
板
倉
重
矩
宛
園
基
福
・
東
園
基
賢
書
状
の
一
部
で
、
中
院
通
茂
が
写
し
留
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
三
条
西
実
教
は
江
戸
下
向
の
際
に
、
朝
廷
運
営
の
諸
事
に
つ
い
て
幕
府
と
示
し
合
わ
せ
た
と
示
唆
し
て
い
た
。
武
家
伝
奏
も
、
何

事
に
お
い
て
も
三
条
西
に
相
談
す
べ
し
と
江
戸
で
言
わ
れ
た
旨
を
主
張
し
て
お
り
、
年
寄
衆
の
園
・
東
園
や
近
臣
は
そ
れ
に
従
い
、
全
て
三
条
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西
に
相
談
し
て
い
た
と
い
う
。
確
か
に
市
野
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
三
条
西
は
江
戸
に
数
回
下
向
し
、
そ
の
度
に
在
府
料
と
し
て
米
二
百
俵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
下
賜
さ
れ
る
等
厚
遇
を
う
け
て
い
た
。
登
城
の
際
に
は
「
御
前
近
ク
被
召
、
御
感
在
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
家
畜
の
側
近
く
に
召
し
よ
さ
れ

直
々
に
「
御
言
」
を
う
け
る
事
も
あ
っ
た
。
『
申
院
通
茂
自
筆
記
』
冊
子
本
に
は
、
三
条
西
や
正
親
町
実
豊
を
告
発
す
る
中
で
「
御
十
歳
ニ
テ

御
即
位
以
後
皆
彼
等
御
後
見
申
候
、
賢
緊
急
可
申
モ
、
濫
悪
主
ニ
ナ
シ
可
申
モ
皆
彼
等
下
働
ニ
ヨ
ル
所
也
」
と
い
う
表
現
も
見
受
け
ら
れ
、
彼

ら
は
歯
元
天
皇
の
「
後
見
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
か
ら
三
条
西
は
将
軍
家
綱
か
ら
の
信
頼
を
背
景
に
「
近
臣
奥
方
女
中
」
に
関
わ
る
事

ま
で
朝
廷
運
営
を
主
導
し
、
天
皇
を
「
後
見
」
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
寛
文
四
年
十
月
、
武
家
伝
奏
勧
修
寺
経
広
が
罷
免
さ
れ
、
正
親
町
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
実
豊
）

後
任
と
さ
れ
た
。
こ
の
人
事
に
つ
い
て
経
広
嫡
男
の
重
慶
は
「
是
三
碧
西
前
大
納
雷
実
教
以
懇
気
訴
武
家
、
馬
弓
俄
洋
弓
由
、
正
親
町
者
彼

　
　
　
　
　
⑯

卿
別
入
魂
藩
儒
」
と
記
し
、
三
条
西
が
江
戸
に
訴
え
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
後
に
馬
寮
は
、
三
条
西
に
逆
ら
っ
た
場
合
「
依
返
答
家
山
可
及

　
⑰

絶
命
」
と
も
記
し
て
お
り
、
朝
廷
内
の
勢
力
は
絶
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　
寛
文
六
年
三
月
、
後
西
天
皇
時
代
か
ら
仕
え
て
い
た
長
橋
（
今
城
氏
）
に
暇
が
出
さ
れ
た
。

【
史
料
二
】

『
葉
室
頼
業
記
』
寛
文
六
年
三
月
十
日
条

　
　
　
　
　
　
　
（
束
編
門
院
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
条
西
実
教
）
　
（
基
福
、
年
寄
衆
）
　
（
基
賢
、
年
寄
衆
）

　
長
橋
局
御
暇
之
事
女
　
　
院
ヨ
リ
申
出
進
候
、
王
条
殿
町
　
　
園
　
　
　
・
東
　
園
　
殿
相
談
候
、

『
同
』
寛
文
六
年
三
月
二
十
四
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
水
羅
院
）

　
今
日
女
院
ヨ
リ
仰
被
進
、
法
　
皇
日
柄
御
択
被
成
候
て
、
長
橋
局
所
労
故
御
暇
出
申
候
也

『
同
』
寛
文
六
年
四
月
二
十
二
日
条

　
今
日
長
橋
之
事
平
内
侍
殿
二
被
仰
出
候
也

其
後
ハ
不
知
候
也

こ
れ
に
よ
る
と
長
橋
（
今
城
氏
）
の
暇
は
東
福
門
院
よ
り
賜
い
出
さ
れ
た
も
の
で
、
年
寄
衆
の
う
ち
天
皇
外
戚
の
園
基
福
・
東
園
基
賢
が
三
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条
西
実
教
と
話
し
合
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
同
じ
年
寄
衆
で
も
葉
室
頼
業
は
関
与
し
て
い
な
い
。
但
し
、
後
に
事
の
子
細
を
中
院
通
茂
が
園
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
哲
院
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
実
教
）

策
園
両
人
に
問
い
た
だ
し
た
所
、
東
園
は
「
不
分
明
、
可
尋
新
中
納
言
局
」
園
は
「
最
初
新
院
入
叡
慮
折
々
堅
塁
、
無
心
許
之
由
三
条
西
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

語
之
、
其
後
有
種
々
之
事
、
是
皆
従
是
始
欺
、
申
御
暇
之
子
細
事
不
覚
悟
」
と
い
う
返
答
で
あ
っ
た
。
相
談
を
申
し
入
れ
た
と
い
う
園
・
東
園

も
詳
細
を
把
握
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
女
院
・
新
中
納
言
周
と
三
条
西
の
間
で
決
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
条
西
は
既
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

寛
文
四
年
四
月
目
具
体
的
内
容
は
不
明
な
が
ら
奥
向
き
の
「
作
法
」
を
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
・
長
橋
（
今
城
氏
）
・
大
御
乳
人
へ
触
れ
て
お
り
、
奥

に
お
い
て
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
次
の
長
橋
に
は
平
内
侍
（
西
洞
院
氏
）
が
昇
格
し
た
。
史
料
三
は
そ
の
経
緯
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

門
史
料
三
】

『
中
院
通
茂
自
筆
記
蜘
冊
子
本

　
　
　
　
　
　
　
（
三
条
販
実
教
X
実
豊
、
武
家
伝
奏
V

　
　
　
世
之
所
謂
三
　
　
条
正
　
親
　
町
之
言
行
違
道
理
條
目
之
事

　
（
～
条
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
預
院
）

　
一
、
前
ノ
長
橋
ヲ
ノ
ケ
シ
事
、
此
人
何
ノ
答
ア
リ
ト
云
箏
ヲ
シ
ラ
ス
、
両
入
ノ
言
二
日
、
新
院
之
御
意
ニ
イ
リ
万
事
内
通
ノ
事
ア
リ
ト
、
若
両
人
ノ
言
ノ

　
　
コ
ト
ク
内
通
ノ
義
ア
ラ
バ
ヨ
モ
や
女
中
二
知
人
ナ
カ
ラ
ン
、
然
二
女
中
二
長
橋
罪
ア
リ
ト
云
人
～
人
モ
ナ
シ
、
是
ハ
当
長
橋
ヲ
ア
ケ
用
ユ
ヘ
キ
為
ノ
謀
ナ

　
　
リ
ト
イ
ヘ
リ

　
　
　
（
定
淳
）

　
一
、
今
城
中
将
貫
首
ノ
事
、
家
二
例
ア
ル
ニ
モ
ア
ラ
ス
、
ア
マ
タ
ノ
人
ヲ
閣
テ
ナ
シ
タ
ル
事
候
、
其
故
如
何
ト
ナ
レ
ハ
、
前
ノ
長
橋
ハ
今
城
姉
也
、
然
ル

　
　
ニ
長
橋
ヲ
取
テ
ノ
ケ
シ
事
長
橋
何
ノ
答
ア
ル
ニ
ア
ラ
サ
ル
故
二
、
今
城
之
所
存
ヲ
如
何
ト
無
心
元
思
フ
処
二
、
今
城
悶
ル
心
血
無
テ
、
却
テ
尤
ト
テ
謝
シ

　
　
タ
ル
ニ
満
足
シ
テ
ナ
シ
タ
ル
ナ
リ
ト
申
ア
ヘ
ル
事

　
　
　
　
　
（
時
成
）

　
一
、
三
条
西
洞
院
へ
日
々
夜
々
二
通
路
シ
テ
彼
若
輩
ノ
人
ト
何
ヲ
語
り
ア
ヘ
ル
ト
聖
心
ヲ
シ
ラ
ス
、
世
人
疑
ヲ
ナ
シ
サ
マ
ー
ノ
沙
汰
二
及
フ
事

　
一
、
三
条
女
色
ノ
沙
汰
ノ
事
、
其
空
実
ヲ
シ
ラ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
人
ノ
疑
フ
処
ハ
、
酉
洞
院
へ
長
橋
サ
カ
ラ
ル
・
境
節
ハ
必
行
テ
対
面
シ
、
酒
宴
ニ
テ
語
り
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ア
カ
サ
ル
・
ナ
ト
・
申
ア
ヘ
ル
事

　
こ
の
筆
者
に
よ
る
と
、
長
橋
（
今
城
氏
）
に
は
何
の
罪
も
な
か
っ
た
が
、
三
条
西
実
教
・
正
親
町
実
豊
の
両
名
に
よ
っ
て
、
後
西
院
へ
諸
事

「
内
通
」
し
て
い
た
事
を
口
実
に
解
任
さ
れ
た
。
現
長
橋
（
西
洞
院
家
）
を
登
用
す
る
謀
で
あ
り
、
弟
の
今
城
定
淳
が
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
め
、
見
返
り
と
し
て
彼
を
貫
善
（
蔵
人
頭
）
に
任
命
し
た
と
す
る
。

　
告
発
文
と
い
う
性
格
上
、
内
容
の
客
観
性
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
先
程
の
園
基
福
の
奮
葉
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
三
条
西
が
、
後
西
院

と
長
橋
（
今
城
氏
）
と
の
関
係
を
心
配
し
て
い
た
事
は
事
実
と
い
え
よ
う
。
先
述
の
よ
う
に
長
橋
（
今
城
氏
）
は
後
西
天
皇
時
代
か
ら
仕
え
て
お

り
、
今
城
定
淳
は
『
分
限
帳
㎏
に
後
薬
院
伝
奏
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
後
角
院
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
た
事
は
間
違
い
な
い
。
と
は

い
え
長
橋
（
今
城
氏
）
の
退
任
に
よ
っ
て
、
三
条
西
と
極
め
て
親
し
い
平
内
侍
（
西
洞
院
氏
）
が
長
橋
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
っ
た
。
史
料
三

は
二
人
に
つ
い
て
密
通
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
史
料
が
あ
る
。

霊元天皇の奥と東福門院（石田）

門
史
料
里

『
梅
小
路
共
方
B
記
』
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
久
世
家
文
書
）
正
徳
三
年
（
～
七
一
三
）
十
月
二
日
条

当
時
御
由
緒
享
響
国
母
黎
賢
門
馬
軽
量
・
艦
齢
蘇
躍
翻
也
・
蔑
饗
讐
卿
後
妻
晶
錨
響
成
饗
者
実
濃
茶
大
警

　
（
三
条
西
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塞
兀
院
V

　
実
教
卿
女
也
、
其
母
時
成
卿
姉
［
法
皇
御
在
位
匂
当
局
也
］
実
教
卿
密
通
之
而
出
生
女
子
也
、
時
成
高
津
養
育
之
、
成
人
之
後
配
合
於
算
賀
卿
而
候
於

　
内
裏
号
六
条
局
、
然
時
者
髄
難
被
称
御
由
緒
者
欺
、
不
可
説
く

　
史
料
四
は
正
徳
三
年
、
西
洞
院
時
成
が
申
御
門
天
皇
と
の
由
緒
を
理
由
に
権
大
納
言
と
な
っ
た
際
、
そ
の
詳
細
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
櫛

笥
隆
賀
の
後
妻
、
六
条
局
は
三
条
西
実
教
女
で
あ
り
、
窯
元
天
皇
在
位
時
に
長
橋
を
勤
め
て
い
た
母
が
、
三
条
西
と
密
通
し
て
産
ま
れ
た
と
い

う
。
循
父
の
西
洞
院
時
成
実
子
と
し
て
養
育
さ
れ
、
成
人
後
櫛
笥
に
配
さ
れ
た
。
六
条
局
が
殊
更
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
彼
女
が
新
崇
賢
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⑳

門
院
櫛
笥
賀
子
（
中
御
門
天
皇
実
母
）
の
母
の
扱
い
を
受
け
、
中
御
門
天
皇
の
外
祖
母
と
し
て
禁
裏
に
居
住
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
史
料
四
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

後
年
の
記
事
で
あ
る
が
、
同
様
の
由
緒
を
記
す
史
料
は
他
に
も
あ
り
、
信
頼
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
長
橋
（
西
洞
院
氏
）
の
就
任

に
よ
っ
て
、
三
条
西
は
奥
の
情
報
を
い
ち
早
く
入
手
し
、
奥
に
よ
り
強
い
影
響
力
を
行
使
し
得
る
立
場
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
本
章
で
は
寛
文
三
年
～
七
年
の
奥
の
動
向
を
検
討
し
た
。
霊
元
天
皇
即
位
前
後
の
政
治
過
程
は
十
分
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
即
位
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
た
っ
て
朝
廷
の
準
備
不
足
を
指
摘
し
た
論
も
あ
る
。
し
か
し
奥
の
構
成
か
ら
見
る
と
、
多
く
の
後
光
明
天
皇
女
中
を
引
き
継
が
ざ
る
を
得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
っ
た
後
西
天
皇
即
位
時
と
比
べ
て
も
、
後
に
検
討
す
る
東
山
天
皇
即
位
時
と
比
べ
て
も
人
員
は
揃
っ
て
お
り
、
準
備
不
足
で
あ
っ
た
と
は
考

え
に
く
い
。
即
位
後
の
奥
の
統
制
は
東
福
門
院
・
新
中
納
雷
局
と
三
条
西
実
教
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
た
が
、
特
に
寛
文
六
年
に
三
条
西
と
近

し
い
長
橋
（
西
洞
院
氏
）
が
就
任
す
る
と
三
条
西
の
勢
威
は
強
ま
り
、
禁
闘
騒
動
へ
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

①
朝
幕
研
究
会
編
『
近
世
朝
廷
人
名
要
覧
輪
（
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

　
二
〇
〇
五
年
）
。
な
お
、
こ
れ
ら
公
家
蛸
壷
に
つ
い
て
は
史
料
批
判
の
必
要
性
が

　
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
平
井
誠
二
「
公
家
鑑
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
『
近
世
朝
廷

　
人
名
要
覧
』
）
）
。
後
述
の
よ
う
に
噸
分
限
帳
』
に
は
誤
り
も
見
ら
れ
る
が
、
女
中

　
の
出
自
は
他
の
史
料
で
多
く
が
確
認
で
き
、
基
本
的
に
は
信
用
し
う
る
と
考
え
る
。

②
　
河
鰭
実
叩
網
讐
呂
・
甲
女
官
生
活
…
史
』
　
（
風
間
轡
一
房
、
　
一
九
山
ハ
＝
ズ
牛
）
　
　
六
～
一
二
三

　
頁
。

③
藤
井
譲
治
・
吉
岡
眞
之
監
修
、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。

④
『
葉
室
頼
業
記
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
寛
文
三
年
九
月
五
日
条
。
馴
分
限
帳
』

　
は
田
村
局
の
知
行
を
百
二
十
石
と
す
る
が
、
誤
り
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
邑
脱
）

⑤
『
葉
室
頼
業
記
㎞
寛
文
四
年
七
月
十
日
条
に
「
今
夜
御
目
一
事
（
中
略
）
女
中

　
次
第
二
盃
廻
也
、
先
大
典
侍
、
次
藤
大
典
侍
、
次
大
納
言
典
侍
、
次
長
橋
、
右
加

　
有
（
中
略
）
次
平
内
侍
、
藤
内
侍
、
新
内
侍
、
大
御
乳
人
、
右
近
殿
、

　
（
マ
マ
、
土
佐
力
）
　
　
　
（
下
野
〉

　
渡
　
　
幽
霊
、
し
も
つ
け
殿
」
と
あ
る
。
新
大
典
侍
（
芝
山
氏
）
の
み
見
え
な

　
い
が
、
基
本
的
な
奥
の
序
列
が
確
認
で
き
る
。

⑥
『
後
光
明
院
元
服
即
位
等
記
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
に
、
後
光
明
天
皇
即
位
式

　
の
褻
帳
典
侍
と
し
て
「
小
倉
宰
相
蓮
根
卿
女
」
が
記
載
さ
れ
る
。
そ
し
て
『
宣
順

　
無
記
』
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
謄
写
本
）
承
応
三
年
十
一
月
二
十
五
日
条

茜
無
難
篇
蝶
藩
雀
羅
難

　
｝
俊
　
定
　
聖
女
｝
［
今
参
］
匂
幽
内
侍
胱
雪
中
内
侍
頼
直
女
｝
戸
出
」
と
あ

　
り
、
遅
く
と
も
後
光
明
天
皇
病
没
時
に
は
大
典
侍
で
あ
っ
た
。
な
お
、
近
世
後
期

　
の
代
替
わ
り
で
も
大
典
侍
・
長
橋
は
基
本
的
に
禁
裏
に
残
留
し
て
い
る
。
奥
の
事

　
務
を
滞
り
な
く
遂
行
す
る
た
め
の
慣
例
で
あ
っ
た
（
高
橋
前
掲
咽
近
世
の
朝
廷
と

　
女
官
制
度
㎞
＝
二
頁
）
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
近
世
前
期
に
こ
の
慣
例
が
定
着
し

　
て
い
た
か
、
な
お
も
検
討
を
要
す
る
。

⑦
『
庭
田
重
条
日
記
』
（
宮
内
庁
沓
陵
部
蔵
）
延
宝
四
年
（
～
六
七
六
）
十
～
月
二

　
十
三
日
条
に
「
禁
裡
女
申
大
納
言
典
侍
冷
為
見
舞
使
拝
鮒
十
五
野
送
之
、
予
冷
も

　
一
樽
遣
之
、
禁
裡
呑
下
り
被
芝
之
節
ハ
互
付
届
有
之
、
宅
予
向
ヒ
也
、
大
納
言
典

　
侍
ハ
四
辻
故
大
納
言
公
理
卿
妹
、
年
齢
六
十
割
余
也
」
と
あ
り
、
大
凡
の
年
齢
が
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分
か
る
。

⑧
藤
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
に
つ
い
て
は
『
勧
慶
日
記
』
（
京
都
大
学
総
合
博
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
叢
一
兀
天
・
呈
）

　
館
蔵
）
寛
文
九
年
三
月
二
十
一
B
条
に
「
当
　
今
従
親
王
時
分
恪
勤
十
八
才
也
、

　
叶
叡
慮
」
と
あ
り
、
新
大
典
侍
（
芝
山
氏
）
に
つ
い
て
は
噸
葉
室
頼
業
記
㎞
寛
文

　
十
年
十
二
月
十
三
日
条
に
「
新
大
典
侍
殿
ハ
親
王
之
二
時
よ
り
御
奉
公
被
致
候
」

　
と
あ
る
。

⑨
高
橋
前
掲
『
近
世
の
朝
廷
と
女
官
制
度
』
九
一
・
＝
一
六
頁
。
た
だ
し
藤
大
典

　
侍
（
坊
城
房
子
）
・
新
大
典
侍
（
芝
山
氏
）
よ
り
も
下
位
の
大
納
言
典
侍
（
四
辻

　
氏
）
の
方
が
高
齢
で
あ
る
。
こ
れ
は
藤
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
ら
が
親
王
時
代
か

　
ら
勤
務
し
、
名
の
通
り
大
典
遠
景
で
あ
っ
た
事
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
近
世
前
期

　
の
典
侍
に
は
、
大
典
侍
格
と
、
単
な
る
典
侍
の
二
階
層
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
近
世
後
期
に
は
、
大
典
侍
の
名
を
帯
す
る
女
官
は
基
本
的
に
一
人
に
限
ら
れ

　
る
よ
う
で
あ
る
。

⑩
『
庭
田
重
条
日
記
㎞
寛
文
九
年
三
月
二
十
一
日
条
に
「
藤
大
典
侍
者

　
（
俊
広
）
　
　
　
（
　
雅

章
　
）

　
坊
城
大
納
雷
息
女
也
、
飛
鳥
井
前
大
納
雷
外
孫
也
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勧
修
寺
経
広
、
武
家
伝
奏
）

⑪
『
勧
慶
日
記
』
寛
文
三
年
十
二
月
二
十
一
日
条
に
門
家
　
　
公
朝
参
、

　
新
大
典
侍
局
羅
側
生
触
満
之
御
別
殿
、
御
盃
献
上
也
」
と
あ
る
。

⑫
田
中
暁
龍
「
寛
文
三
年
「
禁
裏
御
所
御
定
目
」
に
つ
い
て
」
（
魍
東
京
学
芸
大
学

　
附
属
高
等
学
校
大
泉
校
舎
研
究
紀
要
』
十
四
、
一
九
八
九
年
）
、
市
野
千
鶴
子

　
「
三
条
西
実
教
の
蟄
屠
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
書
陵
部
紀
要
㎞
四
六
、
｝
九
九
五
年
）
、

　
久
保
貴
子
「
霊
元
天
皇
の
朝
廷
運
営
」
（
同
著
『
近
世
の
朝
廷
運
営
』
（
岩
田
書
院
、

　
一
九
九
八
年
）
）
、
野
村
玄
「
寛
文
期
の
「
叡
慮
」
と
江
戸
幕
府
」
（
野
村
前
掲

　
『
日
本
近
世
国
家
の
確
立
と
天
皇
』
）
。

⑬
本
史
料
の
詳
網
は
野
村
前
掲
「
寛
文
期
の
「
叡
慮
」
と
江
戸
幕
府
」
参
照
。

⑭
市
野
前
掲
「
三
条
西
実
教
の
蟄
居
を
め
ぐ
っ
て
扁
。
な
お
、
市
野
は
寛
文
四

　
年
・
六
年
・
七
年
と
少
な
く
と
も
三
度
の
下
向
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
実
際
は
寛

　
文
六
年
十
一
月
初
め
か
ら
翌
年
正
月
末
ま
で
越
年
し
て
在
府
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

　
確
認
で
き
る
の
は
二
度
で
あ
る
。
㎎
寛
文
年
録
　
三
』
（
野
上
出
版
、
一
九
九
三

　
年
）
寛
文
六
年
十
隔
月
二
十
五
日
条
に
、
家
綱
か
ら
「
寒
気
之
時
分
越
年
辛
労
被

　
思
召
」
、
伽
羅
一
本
・
小
袖
十
を
下
賜
さ
れ
た
事
が
記
さ
れ
る
。

⑮
『
寛
文
足
洗
三
』
寛
文
六
年
十
一
月
五
日
条
。

⑯
『
勧
慶
日
記
幅
寛
文
四
年
十
月
五
日
条
。

⑰
『
勧
慶
日
記
』
寛
文
六
年
二
月
十
三
日
条
。

⑬
『
申
院
千
里
日
記
㎏
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
寛
文
十
一
年
正
月
三
日
、
四

　
日
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
条
餌
実
教
）
　
（
典
侍
V

⑲
『
葉
室
頼
業
記
㎞
寛
文
四
年
四
月
五
日
条
に
門
三
窓
前
大
納
言
大
す
け
殿
・
長

　
　
　
　
　
　
〔
乳
）

　
橋
殿
・
大
御
ち
の
人
へ
禁
中
御
内
義
の
作
法
の
事
被
申
候
也
」
と
あ
る
。

⑳
今
城
定
立
は
寛
文
六
年
十
月
二
十
二
目
に
蔵
入
頭
就
任
（
『
新
訂
増
補
国
史
大

　
系
　
公
卿
補
任
第
四
編
㎞
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
三
五
年
）
。

⑳
　
詳
細
は
拙
稿
「
近
世
中
期
の
朝
廷
運
営
と
外
戚
」
（
朝
霜
研
究
会
編
『
近
世
の

　
天
皇
・
朝
廷
研
究
第
三
回
大
会
成
果
報
告
集
』
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

　
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。
但
し
そ
の
時
は
史
料
四
の
存
在
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た

　
た
め
、
事
実
関
係
に
い
く
つ
か
訂
正
を
要
す
る
。
ま
ず
拙
稿
で
は
六
条
局
を
櫛
笥

　
賀
子
の
実
母
と
捉
え
た
が
、
正
確
に
は
、
実
母
と
し
て
処
遇
さ
れ
た
（
実
際
の
母

　
は
家
女
房
）
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
霊
元
天
皇
の
長
橋
を
勤
め
た
の
は
六

　
条
局
本
人
と
考
え
た
が
、
正
し
く
は
そ
の
母
親
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
隆
　
賀
　
V

⑳
　
開
庭
田
重
条
日
記
』
享
保
二
年
（
～
七
～
七
）
六
月
五
日
条
に
「
櫛
笥
前
亜
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
叢
元
院
）

　
室
六
条
者
故
三
条
前
大
納
言
実
教
卿
女
也
、
母
者
西
洞
院
時
成
卿
姉
、
法
皇
御

　
在
位
之
御
時
長
橋
局
也
、
有
子
細
御
暇
被
下
輩
此
」
と
あ
る
。

⑱
　
久
保
貴
子
「
朝
廷
の
再
生
と
本
幕
関
係
」
（
久
保
前
掲
『
近
世
の
朝
廷
運
営
㎞
）
。

⑳
　
本
章
注
⑥
参
照
。
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第
二
章
　
禁
闘
騒
動
と
奥
の
統
制
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第
一
節
騒
動
の
経
緯

　
寛
文
八
年
十
二
月
二
十
四
日
、
禁
中
で
何
ら
か
の
騒
動
が
起
こ
り
、
二
十
七
日
に
後
水
尾
院
は
飛
鳥
井
雅
章
・
正
親
町
実
豊
・
園
薫
習
・
東

園
基
賢
・
三
条
西
実
教
の
五
人
に
、
粟
穂
天
皇
御
前
へ
の
出
仕
を
禁
じ
た
。
し
か
し
翌
日
、
彼
ら
は
天
皇
に
召
さ
れ
て
今
後
も
諌
言
せ
よ
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

命
を
う
け
、
ひ
と
ま
ず
落
着
し
た
。
こ
れ
が
禁
閾
騒
動
で
あ
り
、
翌
年
の
三
条
西
排
斥
運
動
と
含
め
、
先
行
研
究
は
多
い
。
そ
の
中
で
野
村
玄

は
、
こ
の
騒
動
が
三
条
西
が
仕
え
さ
せ
た
田
内
小
路
局
と
、
天
皇
の
寵
愛
す
る
藤
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
と
い
う
二
人
の
女
中
を
め
ぐ
る
朝
廷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

内
の
勢
力
争
い
で
あ
り
、
最
終
的
に
天
皇
が
譲
位
を
表
明
す
る
に
至
っ
た
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
奥
に
起
因
す
る
騒
動
が
、
表
向
き
に
ま
で
大

き
な
影
響
を
与
え
た
点
で
極
め
て
興
味
深
い
一
件
と
い
え
る
が
、
野
村
は
田
内
小
路
周
・
藤
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
が
共
に
懐
妊
し
て
い
た
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

実
を
見
落
と
し
て
お
り
、
騒
動
の
意
義
を
正
確
に
把
握
で
き
て
い
な
い
。
禁
閾
騒
動
は
正
に
総
元
天
皇
の
皇
継
を
め
ぐ
る
問
題
な
の
で
あ
り
、

そ
の
観
点
か
ら
今
一
度
本
件
を
捉
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
田
内
小
路
局
（
西
洞
院
時
習
女
、
長
橋
（
西
洞
院
氏
）
妹
）
は
寛
文
八
年
二
月
十
九
日
よ
り
禁
裏
に
出
仕
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
三
条
西
実
教
の

　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
文
八
年
V

強
い
意
向
が
あ
り
、
中
院
通
物
は
、
天
皇
が
若
い
近
習
を
集
め
て
「
御
雑
談
」
し
て
い
る
事
に
つ
い
て
「
去
年
之
春
田
内
井
小
路
砥
候
已
後

　
　
　
　
⑥

連
々
有
此
事
」
と
記
し
、
三
条
西
排
斥
運
動
の
発
端
は
田
内
小
路
局
の
出
仕
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
田

内
小
路
局
が
元
東
福
門
院
女
中
で
あ
り
、
女
院
の
推
薦
に
よ
っ
て
禁
裏
へ
勤
め
る
事
に
な
っ
た
事
実
で
あ
る
。

【
史
料
五
】

『
中
院
通
茂
日
記
駄

寛
文
十
一
年
十
月
八
日
条



霊元天皇の奥と東福門院（石田）

犠
衛
基
平
繍
状
云
購
豊
島
灘
畜
南
進
禁
中
可
然
之
事
前
轟
轟
被
結
入
之
・
大
典
侍
畿
内
小
路
勘
合
女
院
被
進
諸
共
以
不
立
於
御

用
、
今
難
被
進
之
、
假
令
自
江
戸
錐
被
吹
難
被
進
之
由
仰
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弘
資
、
武
家
伝
奏
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
福
）
（
三
条
西
実
教
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
西
院
）

巳
刻
許
参
内
、
無
殊
事
、
退
出
之
次
向
日
　
　
　
野
、
法
皇
勅
書
・
右
府
状
令
孫
之
、
田
井
小
路
三
　
　
条
所
為
也
、
大
典
侍
局
後
光
明
院
・
新
院

御
時
無
別
条
、
今
頃
及
於
三
条
所
行
如
此
、
不
相
似
於
此
度
之
義
、
然
単
為
女
義
御
合
点
無
之
上
者
無
為
方
、
此
上
又
無
才
遥
遠
由
也

　
騒
動
か
ら
数
年
後
、
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
が
退
出
（
後
述
）
し
た
際
、
武
家
伝
奏
日
野
弘
資
・
中
院
通
運
や
近
衛
愚
筆
は
、
後
水
尾
院
を
通
じ

て
、
東
福
門
院
女
中
を
禁
中
へ
仕
え
さ
せ
る
よ
う
求
め
た
。
し
か
し
女
院
は
、
彼
女
が
進
め
た
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
も
田
内
小
路
局
も
役
に
立

た
な
か
っ
た
以
上
、
再
度
進
上
は
し
か
ね
る
と
し
て
拒
否
し
た
。
例
え
江
戸
か
ら
推
挙
さ
れ
て
も
断
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
福
門
院
〉

　
後
水
尾
院
皇
女
品
宮
の
日
記
『
元
正
法
院
殿
御
日
記
㎏
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
謄
写
本
）
寛
文
六
年
正
月
九
日
置
に
は
「
そ
れ
よ
り
女
　
院

　
　
　
　
　
　
（
陪
　
鵬
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
身
）

へ
ま
い
る
、
御
は
い
せ
ん
た
な
井
の
小
路
殿
、
御
手
な
か
左
衛
門
殿
、
我
ミ
は
い
せ
ん
高
倉
殿
」
と
あ
り
、
田
内
小
路
局
が
遅
く
と
も
寛
文

六
年
ま
で
に
女
院
に
仕
え
て
い
た
事
を
確
認
で
き
る
。
女
院
は
女
中
を
一
旦
女
院
御
所
で
召
し
使
い
、
人
品
を
判
断
し
た
上
で
禁
中
へ
進
め
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
が
後
光
明
天
皇
よ
り
仕
え
て
い
る
点
か
ら
、
こ
う
し
た
形
で
の
女
中
の
供
給
は
女
院
の
在
世
中
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
田
内
小
路
局
は
典
侍
や
内
侍
に
な
ら
ず
、
別
格
の
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
上
記
の
よ
う
な
事
情
に

よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
出
仕
し
た
田
内
小
路
局
は
間
も
な
く
懐
妊
し
た
（
翌
寛
文
九
年
二
月
二
十
八
日
皇
女
出
産
）
。
続
い
て
、
親
王
時
代
か
ら
寵
愛
さ
れ
て
い
た
早
大

典
侍
（
坊
城
房
子
）
も
懐
妊
し
た
（
寛
文
九
年
三
月
二
十
一
日
皇
女
出
産
）
。
二
人
の
懐
妊
が
判
明
し
た
の
は
寛
文
八
年
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
で
あ

ろ
う
。
霊
元
天
皇
に
と
っ
て
長
子
と
次
子
に
あ
た
り
、
男
子
で
あ
れ
ば
有
力
な
皇
継
候
補
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

｛
史
料
六
M

『
勧
慶
日
記
』

寛
文
九
年
三
月
二
十
一
日
条
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甲
軍
噴
卯
上
刻
従
置
型
使
上
面
叢
守
被
返
也
・
今
暁
寅
刻
・
姜
続
生
・
少
難
産
申
究
極
盃
ハ
侍
局
徽
鞭
西
盛
・
縦
書
時
於

（
後
水
尾
院
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宗
謎
）
　
　
　
　
　
（
霊
元
天
皇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
霊
元
天
皇
）

法
　
皇
離
宮
白
垂
軒
御
産
也
、
亜
相
・
難
波
少
将
砥
候
由
、
当
今
十
六
才
両
月
直
宮
降
誕
早
速
歎
、
共
姫
宮
無
力
事
也
、
主
　
上
・
院
・
宮
・
諸
家
董

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
実
教
）
　
（
実
豊
、
武
家
伝
奏
）

多
以
藤
大
典
虫
腹
皇
子
若
宮
儒
学
願
処
皇
女
嘗
胆
非
、
～
家
族
猶
以
如
此
、
是
三
条
西
・
正
　
親
　
町
両
大
納
言
・
西
洞
院
一
家
田
苗
小
路
方
、
巡
警
望

　
　
　
　
（
　
雅
　
　
房
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勧
修
寺
経
広
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
熈
房
）
　
　
（
八
州
）

気
門
也
、
万
里
小
路
亜
型
入
来
、
御
産
賀
儀
家
　
　
公
・
予
被
申
、
侃
出
逢
処
皇
女
無
念
由
被
申
也
、
参
番
、
清
閑
寺
・
中
御
門
両
黄
門
参
会
、
御
誕
生

珍
重
、
乍
去
皇
女
無
念
之
由
被
申
、
各
一
家
故
也

14　（384）

　
藤
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
の
皇
女
出
産
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
霊
元
天
皇
や
「
院
」
（
ど
の
「
院
」
か
は
明
確
で
な
い
）
、
堂
上
諸
家
の
多
く
は

藤
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
の
皇
子
出
産
を
望
ん
で
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
三
条
西
・
正
親
町
・
西
洞
院
一
家
（
当
主
の
時
成
の
み
な
ら
ず
、
長
橋

（
西
洞
院
氏
）
等
血
縁
者
を
含
む
の
で
あ
ろ
う
）
が
推
す
田
内
小
路
馬
と
競
翻
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
記
主
の
勧
修
寺
経
慶
は
坊
城
家
と
同
じ

一
門
に
属
す
る
た
め
、
記
述
に
は
割
引
が
必
要
で
あ
る
が
、
二
人
の
子
の
性
別
に
、
朝
廷
内
で
大
き
な
関
心
が
注
が
れ
て
い
た
事
が
み
て
と
れ

る
。　

こ
の
よ
う
に
田
内
小
路
局
と
藤
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
両
者
の
懐
妊
以
後
霊
元
天
皇
の
皇
継
を
も
含
め
た
対
立
へ
と
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

貌
し
た
の
で
あ
る
。
三
条
西
ら
が
田
内
小
路
局
を
「
女
御
ノ
躰
」
に
し
よ
う
と
し
、
天
皇
を
精
神
的
に
追
い
つ
め
て
い
っ
た
の
も
、
将
来
的
な

皇
子
誕
生
を
見
込
み
、
そ
の
子
を
儲
君
に
す
る
意
図
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
内
侍
を
出
す
家
格
で
あ
る
西
洞
院
家
出
身
の
田

内
小
路
局
を
「
女
御
ノ
躰
」
に
推
薦
し
得
た
の
は
、
そ
の
特
殊
な
立
場
故
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
動
き
に
東
福
門
院
が
関
与
し
た
か
否
か

は
定
か
で
な
い
。
ま
た
、
所
司
代
牧
野
親
成
は
病
気
が
ち
で
、
ち
ょ
う
ど
四
月
か
ら
八
月
上
旬
ま
で
京
都
を
離
れ
、
五
月
に
辞
職
が
認
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
い
た
。
そ
し
て
所
司
代
賦
役
と
し
て
板
倉
重
矩
が
任
命
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
上
京
は
十
二
月
五
日
に
ま
で
ず
れ
こ
ん
で
い
る
。
正
式
な
所

司
代
不
在
と
い
う
状
況
が
、
朝
廷
の
混
乱
に
拍
車
を
か
け
た
事
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
最
中
に
発
生
し
た
の
が
禁
閾
騒
動
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
騒
動
発
生
直
後
、
東
福
門
院
・
新
中
納
雷
周
・
品
宮
（
天
皇
同
母
姉
）
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⑩

と
い
っ
た
天
皇
家
の
主
立
っ
た
女
性
達
が
禁
裏
に
呼
ば
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
禁
關
騒
動
が
正
に
禁
裏
奥
向
き
に
お
け
る
騒
動
で
あ
っ

た
事
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
水
尾
院
は
三
条
西
ら
を
天
皇
か
ら
一
旦
遠
ざ
け
た
上
で
、
彼
女
達
に
事
態
の
収
拾
に
あ
た
ら

せ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
一
区
切
り
が
つ
い
た
結
果
、
右
の
五
人
掛
再
度
召
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
二
人
の
女
申
の
出
産
は
日
に
日
に
近
づ
い
て
い
た
。
翌
寛
文
九
年
二
月
二
十
日
、
天
皇
は
小
倉
実
起
を
通
じ
て
、
中
院
通
茂
に

三
条
西
排
斥
の
密
命
を
下
し
、
再
三
事
を
急
ぐ
よ
う
迫
っ
た
。
二
月
二
十
日
は
田
内
小
路
局
出
産
の
八
日
前
で
あ
り
、
最
早
猶
予
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
　
方
、
両
院
と
し
て
は
産
ま
れ
て
く
る
子
の
性
別
等
を
見
極
め
た
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
天
皇
に
時
節
を
待
つ
よ
う
言
上
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
結
局
こ
の
時
の
排
斥
計
画
は
、
所
司
代
仮
役
板
倉
重
矩
の
強
い
諌
止
に
あ
い
断
念
す
る
事
と
な
っ
た
。
板
倉
は
田
内
小
路
局
・
高
大
典
侍

（
坊
城
房
子
）
の
懐
妊
を
当
然
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
朝
廷
内
で
大
間
題
と
な
っ
て
い
た
事
も
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
彼
と
し
て
も
学
界
の
厚
い
信
任
を
う
け
る
三
条
西
を
安
易
に
排
斥
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
中
院
と
同
じ
く
事
の
推
移
を
見
極
め
る

必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
結
局
、
田
内
小
路
局
の
産
ん
だ
子
も
、
事
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
の
産
ん
だ
子
も
皇
女
で
あ
っ
た
。
以
後
、
霊
元
天
皇
や
近
習
、
中
院
通
茂
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

板
倉
重
矩
等
の
問
で
起
請
文
が
と
り
か
わ
さ
れ
て
事
態
の
収
拾
が
図
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
板
倉
の
提
出
し
た
起
請
文
の
日
付
に
注
目
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

板
倉
は
三
月
二
十
｝
日
付
の
中
院
宛
起
請
文
で
、
霊
元
天
皇
ほ
か
院
・
女
院
に
対
し
て
心
底
残
さ
ず
考
え
を
申
し
述
べ
る
事
、
そ
れ
ら
の
相
談

を
老
中
以
外
に
は
他
害
し
な
い
事
を
誓
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
藤
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
の
出
産
当
日
で
あ
る
。
皇
女
誕
生
は
、
史
料
六
に

「
今
暁
寅
刻
」
と
記
さ
れ
た
よ
う
に
早
朝
で
あ
り
、
そ
の
知
ら
せ
ば
す
ぐ
さ
ま
板
倉
に
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
板
倉
は
藤
大

典
侍
（
坊
城
房
子
）
の
出
産
を
待
ち
、
そ
の
性
別
を
確
認
し
た
上
で
起
請
文
を
送
り
、
事
態
の
収
拾
に
動
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
鷹
司
房
子
の
入
内
と
「
禁
中
女
房
衆
条
目
井
誓
状
」

板
倉
や
中
院
ら
が
事
態
の
収
拾
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
焦
点
の
一
つ
が
三
条
西
実
教
の
処
遇
に
あ
っ
た
事
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
よ
り

15　（385）



長
期
的
に
見
た
場
合
、
騒
動
を
引
き
起
こ
し
た
禁
裏
奥
の
再
編
成
こ
そ
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
水
尾
院
や
東
福
門

院
は
も
ち
ろ
ん
、
幕
府
に
と
っ
て
も
奥
に
お
け
る
天
皇
の
動
向
を
把
握
す
る
重
要
性
が
痛
感
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
今
後
の
皇
位
継
承
を
円
滑
に

進
め
る
た
め
に
も
禁
裏
奥
を
直
接
統
制
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
第
一
の
対
応
策
が
鷹
司
房
子
の
入
内
で
あ
っ
た
。
房
子
は
寛
文
九
年
十
一
月
一
一
十
一
日
に
入
内
す
る
。
明
正
天
皇
・
後
光
明
天
皇
は
正

配
を
持
た
ず
、
後
西
天
皇
は
親
王
時
代
に
明
子
女
王
を
嬰
っ
て
い
た
か
ら
、
入
内
は
東
福
門
院
以
来
と
な
る
。

門
史
料
七
】

　
　
猶
く
、
あ
す
廿
九
日
吉
日
に
て
候
ま
・
、
申
出
さ
れ
候
や
う
に
申
さ
れ
候
、
め
て
た
く
か
し
く

　
　
　
　
　
　
（
鷹
司
房
輔
）
　
　
　
（
　
妹
　
）

　
女
御
の
御
事
、
く
は
ん
白
と
の
・
濃
い
も
う
と
入
内
お
ハ
し
ま
し
候
や
う
に
と
覚
し
め
し
候
ま
・
、

　
（
後
水
尾
院
〉
　
（
東
福
門
院
）

　
法
皇
の
御
方
・
女
院
の
御
方
よ
り
心
へ
候
て
申
と
て
候
、
か
し
く

　
　
〔
　
通
　
茂
　
）
⑭

　
　
中
院
大
納
言
と
の
へ

（
板
倉
重
矩
、
斯
司
代
仮
役
）

　
　
　
　
　
　
　
に
う
ち
く
相
談
候
や
う
に

内　
　
　
膳
　
　
正

　
本
史
料
は
、
関
白
鷹
司
房
事
妹
（
房
子
）
の
入
内
を
板
倉
重
矩
へ
内
々
提
案
す
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
、
後
水
尾
院
・
東
福
門
院
の
内
意
を

奉
じ
た
女
房
奉
書
で
あ
る
。
裏
に
「
寛
文
九
四
廿
八
仰
」
と
記
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
『
中
院
聖
母
自
筆
記
』
（
冊
子
本
）
の
冒
頭
に
は
、
こ
の
回
答
と
思
わ
れ
る
五
月
十
日
付
板
倉
重
矩
白
老
中
奉
書
が
写
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
　
房
　
輔
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
水
尾
院
V
　
（
東
福
門
院
）

「
女
御
之
御
事
、
鷹
司
関
白
殿
御
妹
御
入
内
候
様
こ
と
法
　
皇
・
女
院
御
所
思
召
之
下
戸
御
内
意
候
処
、
可
然
候
間
、
両
伝
奏
迄
被
仰
出
之

候
様
可
申
聖
旨
上
意
層
間
、
可
被
其
其
熱
心
」
と
あ
り
、
家
綱
が
入
内
を
了
承
し
た
旨
を
伝
え
る
。
翌
六
月
、
幕
府
か
ら
の
回
答
が
関
白
へ
示

さ
無
七
月
末
に
は
葉
室
頼
蒙
関
白
邸
ま
で
祝
い
に
嵩
い
て
い
舳
・
こ
の
よ
う
に
・
後
水
尾
重
重
禽
院
や
板
倉
．
中
院
等
が
騒
動
の

事
後
処
理
を
行
う
上
で
、
第
一
に
取
り
組
ん
だ
の
が
こ
の
入
内
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
こ
の
入
内
は
朝
幕
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
有
し
た
の
か
。
女
御
に
奥
の
取
締
り
を
求
め
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
十
七
歳
の
房
子
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に
そ
こ
ま
で
の
役
回
り
は
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
皇
継
問
題
を
一
旦
整
理
す
る
効
果
に
期
待
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
正

配
を
選
っ
た
以
上
、
正
配
の
皇
子
が
儲
君
と
な
る
の
が
筋
で
あ
り
、
し
ば
ら
く
は
そ
の
誕
生
を
見
守
る
事
に
な
る
。
女
中
や
そ
の
親
族
が
、
儲

君
の
座
を
め
ぐ
っ
て
争
う
事
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
こ
の
入
内
は
、
霊
元
天
皇
の
本
意
で
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
八
月
十
四
日
、
天
皇
は
三
条
西
の
排
斥
を
求
め
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

け
れ
ば
譲
位
す
る
旨
を
板
倉
に
伝
え
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
天
皇
が
譲
位
に
よ
っ
て
入
内
と
い
う
朝
幕
間
の
合
意
を
覆
す
決
意
を
示
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

事
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
こ
そ
譲
位
表
明
は
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
た
の
で
あ
り
、
板
倉
は
聞
も
な
く
三
条
西
を
蟄
居
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
三
条
西
実
教
の
存
在
は
朝
廷
運
営
に
混
乱
を
も
た
ら
し
た
が
、
東
福
門
院
や
新
中
納
言
局
と
共
に
奥
の
統
制
に
力
を
発
揮
し
て
い
た

事
も
確
か
で
あ
っ
た
。
彼
の
蟄
居
は
、
奥
の
再
編
成
の
必
要
性
を
ま
す
ま
す
高
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
は
「
禁
中
女
房
衆
条
目
井
病
状
」
と
称
さ
れ
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
二
枚
の
包
紙
に
、
口
上
書
　
通
、
寛

文
九
年
十
月
七
日
に
女
中
が
提
出
し
た
起
請
文
の
案
三
通
と
、
二
種
類
の
掟
書
が
包
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
成
立
事
情
か
ら
み
て
み
た
い
。

霊元天皇の奥と東福門院（石田）

門
史
料
八
】

「
禁
中
女
房
衆
条
目
井
誓
状
」
内
包
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
兼
周
、
女
院
附
）
　
（
直
次
、
女
院
附
X
雅
章
、
武
家
伝
奏
）

　
此
御
書
付
共
寛
文
九
十
七
野
々
山
肥
前
守
・
簗
田
隠
岐
守
飛
　
鳥
　
井
江
於
鞍
下
被
相
渡
、
手
前
ヘ
ハ
両
人
来
臨
、
口
上
二
而
被
申
渡
候
也

　
　
　
　
（
重
矩
、
所
司
代
仮
役
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
福
門
院
）

　
十
月
九
日
板
倉
内
膳
正
殿
へ
御
両
伝
御
出
、
被
帰
直
二
女
院
御
所
へ
御
参
、
御
返
事
被
至
上
候
也
、
已
上
六
通

「
同
」
口
上
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
掟
轡
）
　
（
起
請
）
　
（
案
文
）
　
（
表
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
通
）

　
内
々
仰
き
か
さ
れ
候
女
中
方
の
御
お
き
て
か
き
・
き
し
ゃ
う
の
あ
ん
も
ん
、
お
も
て
使
二
申
付
ら
れ
候
、
あ
ん
も
ん
い
つ
れ
も
み
セ
ら
れ
候
、
此
と
を
り

　
（
板
倉
内
膳
正
（
重
矩
）
、
所
司
代
仮
役
）
　
（
青
木
遠
江
守
（
義
綱
）
、
禁
裏
附
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
心
得
）
　
　
　
　
　
（
献
奏
）

　
い
た
く
ら
な
い
せ
ん
守
・
あ
を
木
と
を
た
あ
ふ
ミ
の
か
ミ
に
も
み
セ
ら
れ
て
そ
の
こ
・
ろ
へ
候
や
う
に
て
ん
そ
う
衆
よ
り
御
意
わ
た
し
候
や
う
に
と
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表2　「禁中女房衆条潟井誓状」所収の起請文

差　　出 宛　　名 前　　　　文

〈A＞
大典侍・長橋・大御

禔E近江
薪中納言殿・宣旨殿

御おきてかきのとをり人々じぶんにまもり申候

麻n申にをよはす、申わたし候衆まても少もそ

ﾞかれ候事候ハ・、みつけき・つけしたひすこ

ｵもようしやなく申あくへく候

（B） 山田
大典侍様・長橋様・

蛹苴罇l様・近江殿

大すけさまはしめ、御四人の御衆の御おきてか

ｫのとをりつふさにかつてんいたし申候

（C）

新大典侍・大納醤典

?・田村・源内侍・伊

¥・土佐・右近・下野

大典侍殿・長橋殿・

蛹苴罇l・近江殿

大すけ殿・なかはし殿・大御ちの人・あふミ殿

苣¥わたしのとをりくハしくうけたまはりと・

ｯまいらセ候

（注）　差出・宛名の仮名は漢字に改めた。

の
御
事
に
候

「
寛
文
九
十
月
七
日
野
々
山
肥
前
守
・
簗
田
隠
岐
守
持
参
候
也
」

（
貼
紙
）

　
「
禁
中
女
房
衆
条
目
井
瞥
見
」
は
女
院
附
二
名
が
持
参
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
武
家
伝
奏
飛
鳥

井
雅
章
に
禁
中
で
手
渡
し
「
手
前
」
邸
へ
来
臨
し
て
口
上
で
申
し
渡
し
た
と
い
う
。
本
史
料
が
正

親
町
家
伝
来
で
あ
る
事
か
ら
も
、
「
手
前
」
邸
と
は
伝
奏
正
親
町
実
車
邸
と
思
わ
れ
る
。
女
院
附

は
、
掟
書
と
起
請
文
の
案
を
豊
漁
に
申
し
付
け
た
事
を
知
ら
せ
、
こ
れ
ら
を
伝
奏
か
ら
板
倉
重
矩

や
禁
裏
附
へ
見
せ
る
よ
う
に
と
伝
え
た
と
い
う
。
そ
れ
を
う
け
て
、
伝
奏
両
名
は
九
B
に
板
倉
邸

と
東
福
門
院
御
所
へ
参
上
し
て
い
る
。
起
請
文
の
正
文
を
持
参
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
表
2
は
起
請
文
の
差
出
・
宛
名
と
前
文
の
内
容
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
起
右
文
に
登
場
す
る

典
侍
・
内
侍
は
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
・
新
大
典
侍
（
芝
山
氏
）
・
大
納
言
典
侍
（
四
辻
氏
）
・
長
橋
・
源

　
　
　
　
　
　
⑳

内
侍
（
愛
宕
福
子
）
の
五
人
の
み
で
、
白
鷺
軒
に
預
け
ら
れ
て
い
る
藤
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
に
加

え
『
分
限
帳
』
に
い
た
藤
内
侍
（
姉
小
路
氏
）
・
新
内
侍
（
水
無
口
氏
）
が
消
え
て
い
る
。
史
料
上

確
定
は
し
え
な
い
が
、
三
条
西
の
籠
居
と
前
後
し
て
、
密
通
の
噂
の
あ
っ
た
長
橋
（
西
洞
院
氏
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
退
き
、
次
席
の
藤
内
侍
（
姉
小
路
氏
）
が
長
橋
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
新
内
侍
（
水
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

瀬
氏
）
の
動
向
は
さ
し
あ
た
り
不
明
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
掟
書
の
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。
．

【
史
料
九
】

　
　
　
　
　
（
掟
）

　
　
　
御
お
き
て
の
覚
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霊元天皇の奥と東福門院（石田）

　
　
　
　
（
昔
）
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
霊
元
天
皇
）
　
　
　
　
　
（
作
法
）

　
　
一
、
む
か
し
ょ
り
の
御
お
き
て
に
候
ヘ
ハ
、
上
　
様
平
生
の
御
さ
ほ
う
か
つ
て
外
へ
も
ら
さ
れ
候
ま
し
き
事

　
　
一
・
伝
動
衆
．
（
鞭
感
。
備
〆
（
縢
．
灘
。
講
．
な
と
た
つ
ね
申
候
事
ハ
・
た
と
ひ
御
前
の
事
一
ぞ
も
此
衆
に
か
く
さ
る
へ
き
事
に
あ
ら
さ
れ
ハ
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
典
侍
）
　
　
　
　
　
　
　
（
乳
）

　
　
さ
る
へ
く
候
、
伝
そ
う
衆
に
申
候
時
ハ
、
黙
す
け
・
長
橋
・
大
御
ち
の
人
三
人
相
談
候
て
三
入
同
時
に
出
ら
れ
申
さ
る
へ
く
候
、
遠
江
守
・
備
後
守
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
江
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
趣
）
　
　
　
（
長
橋
V

　
　
申
着
時
ハ
、
大
御
ち
の
人
・
あ
ふ
ミ
同
時
に
出
ら
れ
申
さ
る
へ
く
候
、
さ
て
申
さ
れ
候
お
も
む
き
、
凝
す
け
・
な
か
は
し
に
一
々
申
と
・
け
ら
れ
候
へ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
害
付
）

　
　
候
、
口
上
な
ら
て
も
相
す
ミ
候
事
ハ
、
お
ほ
く
ハ
か
き
つ
け
に
て
申
さ
れ
し
か
る
へ
く
候
事

　
　
（
二
条
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
互
）
　
（
隔
激
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
贔
虞
偏
頗
）

　
　
一
、
御
内
儀
む
き
の
諸
事
大
す
け
・
な
か
は
し
・
大
御
ち
の
人
相
談
達
て
、
た
か
ひ
に
き
や
く
み
な
く
申
あ
は
さ
れ
候
て
、
ひ
い
き
へ
ん
は
な
く
い
た
は
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
決
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
守
）

　
　
ふ
か
く
正
路
に
申
付
ら
る
へ
く
候
、
一
け
っ
し
か
た
き
補
肥
上
様
へ
う
か
・
は
れ
、
仰
に
し
た
か
ひ
伝
そ
う
衆
そ
の
外
男
衆
、
遠
江
か
ミ
・
備
後
守
へ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）
　
　
　
（
表
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
固
）

　
　
相
談
あ
る
へ
く
候
、
へ
ち
し
て
お
も
て
使
の
者
共
に
ハ
か
た
め
を
も
さ
セ
ら
れ
よ
く
申
つ
け
ら
れ
候
へ
く
古
事

　
　
（
　
条
略
）

　
　
　
　
　
　
（
下
）

　
　
一
、
女
中
齢
し
た
一
に
い
た
る
ま
て
、
万
事
あ
し
さ
ま
な
る
事
ハ
三
人
と
し
て
い
け
ん
を
も
く
は
へ
、
難
儀
を
は
す
く
は
れ
、
い
た
は
り
ふ
か
く
三
人
の

　
　
衆
申
あ
は
さ
れ
下
知
セ
ら
る
へ
き
事

　
　
（
一
条
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
沙
汰
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
表
向
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
望
）

　
　
一
、
公
事
な
と
の
事
ハ
さ
た
二
も
お
よ
は
す
、
諸
家
の
官
位
以
下
お
も
て
む
き
の
事
か
つ
て
い
ろ
い
申
さ
れ
候
ま
し
く
候
、
或
ハ
里
方
の
所
ま
う
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
表
V

　
　
身
の
ね
か
い
、
諸
家
の
よ
き
あ
し
き
と
り
さ
た
、
す
へ
て
お
も
て
方
の
事
何
事
二
て
も
む
さ
と
し
た
る
儀
申
上
ら
れ
候
ま
し
く
候

　
　
（
六
条
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
こ
の
史
料
は
掟
書
の
一
つ
で
、
十
五
条
か
ら
な
る
。
省
略
し
た
箇
条
に
は
、
徒
党
の
禁
止
、
男
女
法
度
、
入
内
以
後
女
御
へ
粗
略
な
き
事
等

が
書
か
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
重
要
な
の
は
、
奥
の
情
報
管
理
に
関
す
る
規
定
で
あ
ろ
う
。
十
七
世
紀
中
後
期
に
は
、
「
奥
」
の
分
離
化
・
特
殊
化
を
志
向
す
る
幕
藩
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⑳

権
力
の
意
図
の
も
と
、
幕
府
や
大
名
家
に
お
い
て
女
中
法
度
や
奥
方
条
目
等
が
相
次
い
で
欄
定
さ
れ
る
。
「
上
様
平
生
の
御
さ
ほ
う
」
の
漏
洩

を
原
則
的
に
禁
じ
た
本
掟
書
も
、
基
本
的
に
は
そ
の
流
れ
の
中
で
評
価
し
う
る
。
し
か
し
、
特
徴
的
な
の
は
武
家
伝
奏
・
禁
裏
附
が
例
外
と
さ

れ
た
点
で
あ
り
、
彼
ら
に
は
「
御
前
の
事
」
で
あ
っ
て
も
隠
さ
ず
伝
え
る
事
と
さ
れ
た
。

　
次
に
、
奥
向
き
の
事
務
に
つ
い
て
は
大
典
侍
・
長
橋
・
大
御
乳
人
が
相
談
し
て
行
い
、
女
中
の
風
儀
も
三
人
が
糺
す
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
三
人
が
、
奥
の
統
制
を
中
心
的
に
担
う
存
在
と
し
て
改
め
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
但
し
、
三
人
で
決
め
が
た
い
事
は
、

霊
元
天
皇
の
指
示
に
よ
っ
て
伝
奏
・
禁
裏
附
等
に
相
談
す
る
よ
う
定
め
て
お
り
、
成
人
し
つ
つ
あ
っ
た
天
皇
の
権
限
も
保
証
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
以
下
四
名
が
新
中
納
言
局
・
宣
旨
局
に
起
請
文
を
上
げ
、
掟
書
の
遵
守
と
共
に
、
違
反
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

た
女
中
の
注
進
を
誓
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
新
中
納
言
周
は
霊
元
天
皇
実
母
で
あ
り
、
宣
旨
局
は
「
東
福
門
院
女
中
第
一
」
と
呼
ば
れ
た
女
院

女
中
で
あ
る
。
こ
の
掟
書
の
作
成
に
は
、
天
皇
の
二
人
の
「
母
」
が
深
く
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
二
人
か
ら
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
ら
を
通

じ
て
他
の
女
中
へ
申
し
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
掟
書
・
起
請
文
の
成
立
過
程
を
踏
ま
え
る
と
、
特
に
東
福
門
院
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
事
は
明

ら
か
で
あ
り
、
板
倉
等
と
も
事
前
に
相
談
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
掟
書
は
彼
女
の
「
母
」
と
し
て
の
立
場
を
前
提
に
、
将
軍
家
の
面
筋

と
い
う
特
殊
性
を
加
え
る
事
で
成
立
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
表
向
）
（
執
次
∀

　
ち
な
み
に
、
今
一
通
の
掟
書
は
七
条
か
ら
な
り
、
「
お
も
て
む
き
と
り
つ
き
の
も
の
と
も
ハ
申
に
お
よ
は
す
、
下
々
の
男
ま
て
万
少
も
か
ま

い
申
ま
し
き
事
」
と
の
条
文
が
あ
る
事
か
ら
、
表
使
山
田
へ
の
掟
書
と
考
え
ら
れ
る
。
国
使
は
下
級
女
官
だ
が
、
江
向
と
の
交
渉
を
担
い
、
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奏
〉

務
上
表
向
き
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
た
め
、
独
立
の
起
請
文
と
掟
書
が
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
に
も
「
伝
ぞ
う
衆
・

．
灘
藤
枯
講
．
・
．
曙
．
無
終
繍
．
何
事
に
よ
ら
す
上
容
磁
く
レ
の
事
と
は
れ
候
ハ
、
・
あ
り
の
さ
申
越
て
そ
の
と
を
り
一
こ
と
も
の
こ
さ

　
　
（
典
侍
）
　
（
長
橋
）
　
　
　
　
（
乳
）
　
（
近
江
V

す
労
す
け
・
な
か
は
し
・
大
御
ち
・
あ
ふ
ミ
へ
申
さ
る
へ
く
候
事
」
と
あ
り
、
伝
奏
や
禁
裏
附
に
は
何
事
も
伝
え
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
掟
書
に
よ
る
奥
の
統
鯛
を
経
て
、
翌
寛
文
十
年
よ
り
霊
草
天
皇
が
直
々
に
官
位
叙
任
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
同
年
に
は
所
司
代
仮
役

板
倉
の
か
わ
り
に
永
井
尚
早
が
所
司
代
と
な
り
、
飛
鳥
井
雅
章
・
正
親
町
実
豊
の
両
伝
奏
が
揃
っ
て
辞
し
、
板
倉
と
関
係
が
深
い
中
院
通
茂
が
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日
野
弘
資
と
共
に
就
任
し
た
。
奥
で
も
、
掟
書
の
作
成
以
降
寛
文
十
年
に
か
け
て
、
典
侍
格
で
あ
っ
た
田
村
周
（
中
御
門
氏
）
が
女
御
上
膓
に

転
出
す
る
一
方
、
新
大
典
侍
（
芝
山
氏
）
に
暇
が
与
え
ら
れ
、
中
納
言
典
侍
（
小
倉
氏
）
や
新
内
侍
（
五
条
里
子
）
が
新
た
に
召
し
抱
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

等
、
親
政
の
開
始
に
応
じ
て
人
員
の
再
編
成
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
寛
文
十
一
年
三
月
五
日
段
階
の
典
侍
・
内
侍
は
、
大
典
侍
（
小
倉

氏
）
・
大
納
言
典
侍
（
四
辻
氏
）
・
中
納
言
典
侍
（
小
倉
氏
）
・
長
橋
（
姉
小
路
氏
ヵ
）
・
中
内
侍
（
発
新
内
侍
（
水
無
瀬
氏
）
ヵ
）
・
源
内
侍
（
愛
宕
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

子
）
・
新
内
侍
（
五
条
庸
子
）
で
あ
っ
た
事
が
確
認
さ
れ
る
。

第
三
節
　
寛
文
十
㎜
年
に
お
け
る
奥
の
統
制

　
霊
元
天
皇
の
親
政
は
順
調
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
先
行
研
究
に
よ
る
と
、
寛
文
十
一
年
に
は
天
皇
や
近
習
の
不
行
跡
事
件
が
相
次
い
だ
た
め
、

所
司
代
永
井
尚
庸
は
自
身
の
関
知
し
得
な
い
「
御
前
之
義
」
の
把
握
を
伝
奏
に
委
ね
た
。
伝
奏
は
後
水
尾
院
に
近
習
宛
の
法
度
を
出
す
よ
う
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

請
し
、
年
寄
衆
に
近
習
を
統
括
す
る
役
割
を
与
え
た
。
こ
れ
は
年
寄
衆
が
表
向
き
の
役
人
と
し
て
位
置
つ
く
契
機
に
な
っ
た
と
い
う
。
と
は
い

え
、
先
行
研
究
は
「
御
前
細
面
」
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
「
御
前
」
に
最
も
近
い
女
中
を
捨
象
し
て
い
る
点
で
問
題
を
残
し
て
い
る
。
「
御
前
」

の
掌
握
が
目
指
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
奥
へ
の
統
制
も
あ
わ
せ
て
図
ら
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
当
該
期
の
動
向
は
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
検
討
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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【
史
料
十
】

『
中
院
通
茂
日
記
㎏
寛
文
十
一
年
五
月
二
十
八
日
条

　
　
（
後
水
尾
院
〉
　
　
　
　
　
　
（
近
衛
基
熈
）

　
自
法
　
皇
猷
召
、
可
幡
鎌
　
無
智
由
也
、
論
意
御
対
面
、
女
中
衆
慮
申
者
、
禁
中
女
中
方
・
御
前
若
輩
衆
万
端
法
度
被
仰
付
可
然
賦
之
由
也
、
如
侮
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弘
資
、
武
家
伝
奏
）

　
法
皇
御
下
知
不
可
然
之
由
有
沙
汰
、
其
後
一
向
軽
爆
御
存
知
、
今
更
御
沙
汰
如
何
、
予
申
云
、
不
可
判
型
、
去
春
日
　
　
　
野
両
人
万
端
法
皇
不
被
仰
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
忠
漕
）
　
（
重
矩
〉

　
者
両
人
無
為
方
之
由
談
酒
井
雅
楽
頭
・
板
倉
内
膳
正
等
了
、
不
可
苦
之
由
申
入
了
、
則
退
出
了
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武
家
伝
奏
中
院
は
近
衛
邸
で
後
水
尾
院
と
対
面
し
、
「
禁
中
女
中
方
・
御
前
若
輩
衆
」
へ
の
法
度
に
つ
い
て
相
談
を
う
け
た
。
田
中
は
早
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
ら
こ
の
記
事
に
着
目
し
、
近
習
衆
へ
の
法
度
に
つ
い
て
、
伝
奏
が
既
に
酒
井
・
板
倉
ら
の
了
解
を
と
り
つ
け
て
い
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
法
度
は
「
女
申
衆
」
が
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
対
象
と
し
て
最
初
に
禁
裏
女
中
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
五
月
六
日
、
天
皇
は
申
内
侍
（
水
無
導
電
ヵ
）
の
頭
を
鏡
で
殴
り
、
出
血
さ
せ
る
事
件
を
起
こ
し
て
い
た
。
こ
の
処
理
に
関
し
て
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
武
家
伝
奏
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

院
が
「
近
習
衆
兎
角
不
可
避
汰
、
両
　
人
不
知
之
蓋
然
歎
之
由
相
談
了
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
御
前
」
に
は
伝
奏
は
も
ち
ろ
ん
、
近
習

も
関
与
で
き
な
い
領
域
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
把
握
を
近
習
へ
の
統
制
と
一
体
と
な
っ
て
行
う
事
が
改
め
て
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
中
院
通
塞
日
記
』
に
そ
れ
以
降
の
奥
の
動
き
が
記
さ
れ
て
い
な
い
事
か
ら
、
伝
奏
で
は
な
く
、
後
水
尾
院
や
新
中
納
言
周
等
を
申
心
に
統

制
強
化
が
図
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
記
事
は
そ
の
内
容
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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【
史
料
十
二

『
中
院
通
茂
日
記
撫
寛
文
十
一
年
六
月
二
十
日
条

　
従
新
中
納
言
殿
帯
状
、
大
典
侍
・
長
橋
・
大
御
乳
入
三
入
冷
特
使
右
京
大
夫
来
、
今
度
近
江
息
女
［
末
ノ
者
也
］
遣
他
人
之
子
分
之
由
申
之
、
申
御
暇
、
聞

　
　
　
　
（
宗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
水
尾
院
）

　
之
処
、
難
波
三
品
被
迎
之
云
々
、
内
々
法
　
皇
御
中
、
不
可
然
事
有
之
者
可
申
率
由
、
単
坐
之
由
云
々
、
艶
事
如
何
、
昔
者
論
難
之
草
間
難
有
之
当
時
如

　
　
　
　
（
弘
資
、
武
家
伝
奏
）

　
何
、
密
々
日
　
　
　
野
両
人
所
存
可
読
之
由
也
、
傍
件
鞘
堂
日
野
寝
処
返
事
云
、
此
事
不
可
然
義
と
も
可
然
義
と
も
零
点
無
分
別
之
由
也
、
則
遣
此
状
、

　
予
又
日
野
同
前
所
存
之
由
申
入
了

　
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
・
長
橋
（
姉
小
路
氏
ヵ
）
・
大
御
乳
人
三
人
は
新
中
納
言
局
に
使
者
を
送
り
、
御
差
近
江
の
息
女
に
つ
い
て
相
談
し
た
。
奥

で
「
不
可
然
事
」
が
あ
れ
ば
、
新
中
納
言
局
へ
伝
え
る
よ
う
に
と
い
う
後
水
尾
院
の
内
々
の
「
御
掟
」
が
あ
っ
た
た
め
と
い
う
。
寛
文
九
年
の

掟
書
が
伝
奏
・
禁
裏
附
の
「
た
つ
ね
申
候
事
」
へ
の
腹
蔵
な
き
回
答
を
定
め
て
い
た
の
に
対
し
、
新
中
納
言
局
を
介
し
て
よ
り
積
極
的
な
情
報

提
供
を
求
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
内
容
に
よ
っ
て
は
、
薪
申
納
言
局
の
判
断
で
武
家
伝
奏
等
へ
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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で
は
、
な
ぜ
東
福
門
院
で
は
な
く
、
後
水
尾
院
か
ら
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
注
目
さ
れ
る
の
が
、
同
年
十
月
に
円
光
院
（
新
中
納
醤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
霊
元
天
皇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

局
叔
母
）
が
中
院
に
語
っ
た
「
此
間
主
上
与
女
御
々
間
和
順
珍
重
之
由
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
天
皇
と
女
御
が
「
和
順
」
し
て
い

な
か
っ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
時
期
、
奥
で
は
も
う
一
つ
問
題
が
発
生
し
て
い
た
。
申
納
言
典
侍
（
小
倉
氏
）
の
懐
妊
（
八
月
十

六
日
＝
呂
誕
生
）
と
、
そ
の
「
嫉
妬
」
で
あ
る
。

門
史
料
十
二
】

『
中
院
通
茂
日
記
輪
寛
文
十
一
年
四
月
十
二
日
条

　
　
　
　
　
（
弘
資
、
武
家
伝
奏
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
板
倉
重
矩
、
老
中
）

　
先
巳
刻
向
日
　
　
　
野
、
次
同
道
参
内
（
中
略
）
同
次
申
云
、
於
江
戸
女
中
加
増
高
士
談
内
　
膳
　
正
之
処
、
今
度
中
納
言
典
侍
懐
妊
、
女
御
無
此
義
、

　
老
中
被
重
器
之
由
存
前
審
、
叢
誌
延
引
可
然
欺
之
由
也
、
又
藤
大
典
侍
帰
参
之
事
令
相
談
、
最
前
之
一
難
此
故
違
憲
被
存
之
由
、
先
不
可
沙
汰
之
由
也
、
其

　
　
　
（
忠
清
、
大
老
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
衛
基
熈
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
水
尾
院
）

　
後
向
酒
井
雅
楽
頭
之
時
申
出
之
処
、
同
前
之
由
申
入
了
、
退
御
前
之
処
有
内
　
府
状
、
急
可
参
之
由
也
、
循
直
参
之
処
法
　
皇
御
幸
、
於
御
内
証
御
対

　
面
（
中
略
）

　
又
中
納
善
薦
典
侍
嫉
妬
之
事
仰
也
、
幸
懐
妊
也
、
暫
退
出
可
然
歎
、
内
府
・
日
野
・
予
御
相
談
、
兎
角
静
御
分
別
可
然
候
由
申
入
了

　
年
始
使
者
と
し
て
下
向
し
た
両
伝
奏
は
、
板
倉
重
矩
に
女
中
の
増
員
に
つ
い
て
相
談
し
た
。
遠
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
退
出
に
伴
う
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
板
倉
は
延
引
す
べ
き
と
の
回
答
を
示
し
た
。
申
納
言
典
侍
（
小
倉
氏
）
の
懐
妊
は
天
皇
の
好
色
の
た
め
に
起
こ
っ
た
事
で
あ
る

と
し
て
、
老
中
が
不
快
感
を
抱
い
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
藤
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
を
帰
参
さ
せ
る
手
も
あ
っ
た
が
、
板
倉
は
「
最
前
之
一

乱
」
の
原
因
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。
酒
井
忠
清
も
同
前
の
返
答
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
先
述
の
よ
う
に
、
女
御
入
内
に
は
皇
継
問
題
を
整
理
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
他
の
女
中
の
懐
妊
は
、
幕
府
に
と
っ
て
も
好
ま
し
か

ら
ざ
る
事
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
＝
呂
や
翌
年
誕
生
の
二
宮
（
母
源
内
侍
（
愛
宕
福
子
）
）
は
、
伝
奏
も
禁
裏
附
も
関
知
し
な
い
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
内
々
に
扱
わ
れ
る
事
に
な
っ
た
。
こ
の
段
階
で
の
一
宮
・
二
宮
は
皇
継
候
補
か
ら
意
識
的
に
外
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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さ
て
、
史
料
十
二
で
は
中
納
言
典
侍
（
小
倉
氏
）
の
「
嫉
妬
」
と
退
出
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
久
保
も
触
れ
て

　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鷹
司
房
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魎

い
る
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
が
「
女
　
御
題
御
為
有
疎
意
、
令
贔
屓
中
納
言
典
侍
」
と
非
難
さ
れ
た
よ
う
に
、
中
納
言

典
侍
（
小
倉
氏
）
の
「
嫉
妬
」
が
お
そ
ら
く
女
御
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
家
出
身
の
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
を
も
ま
き
こ
ん
で
奥
を
二

分
す
る
対
立
に
発
展
し
て
い
っ
た
点
で
あ
ろ
う
。
奥
の
統
制
強
化
は
こ
う
し
た
状
況
へ
の
対
応
策
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
大
典
侍
（
小
倉

氏
）
と
関
係
の
深
い
東
福
門
院
で
は
な
く
、
後
水
尾
院
の
関
与
が
要
請
さ
れ
た
所
以
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
中
納
言
典
侍
（
小
倉
氏
）
の
退
出
や
、
後
水
尾
院
に
よ
る
掟
の
制
定
は
、
必
ず
し
も
問
題
の
解
決
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
七
月
時
点
で
女
御
と
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
の
対
立
は
明
確
と
な
っ
て
お
り
、
「
大
典
侍
被
申
当
節
女
御
之
由
也
、
大
御
乳
人
・
土
佐
局
・
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

江
等
［
長
橋
又
同
前
云
々
］
此
人
候
之
者
御
内
義
不
可
静
之
由
申
之
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
長
橋
（
姉
小
路
氏
ヵ
）
や
大
御
乳
人
等
が
大
典

侍
（
小
倉
氏
）
を
公
然
と
告
発
す
る
事
態
と
な
り
、
彼
女
は
所
労
と
称
し
て
実
家
へ
退
出
し
た
。
天
皇
と
女
御
の
「
和
順
」
は
、
こ
の
結
果
実

現
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
章
で
は
禁
閾
騒
動
と
そ
の
後
の
奥
の
統
制
を
検
討
し
た
。
騒
動
は
幕
府
に
皇
位
の
管
理
と
、
奥
の
統
制
の
必
要
性
を
再
認
識
さ
せ

る
事
と
な
っ
た
。
後
水
尾
院
や
東
福
門
院
に
と
っ
て
も
、
天
皇
が
成
人
し
つ
つ
あ
る
中
、
奥
向
き
の
風
儀
統
制
は
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
中
院

を
通
じ
て
板
倉
と
共
同
し
て
こ
の
作
業
に
あ
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
成
果
が
、
房
子
入
内
や
女
院
を
中
心
と
し
た
掟
書
作
成
で
あ
り
、
入

内
に
よ
っ
て
女
御
所
生
の
皇
子
に
よ
る
皇
位
継
承
を
、
掟
書
に
よ
っ
て
伝
奏
や
禁
裏
附
に
よ
る
奥
の
直
接
把
握
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
寛
文
十
一
年
に
は
、
近
習
に
対
す
る
法
制
と
あ
わ
せ
、
女
中
に
対
し
て
も
新
た
な
掟
を
制
定
し
、
積
極
的
な
情
報
提
供
を
求
め
た
。
し
か
し
、

こ
れ
が
後
水
尾
院
か
ら
澄
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
既
に
東
福
門
院
を
中
心
と
し
た
統
制
は
綻
び
を
見
せ
は
じ
め
て
い
た
。
次
章
で
は
、
成
人
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

天
皇
が
自
身
を
中
心
と
し
た
朝
廷
の
再
編
成
を
志
向
す
る
中
、
奥
の
変
遷
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

①
村
山
修
一
「
妙
法
院
門
跡
発
恕
法
親
王
と
そ
の
時
代
」
（
㎎
史
林
輪
五
六
一
四
、

　
一
九
七
三
年
）
、
田
中
前
掲
「
寛
文
三
年
置
禁
裏
御
所
御
定
目
」
に
つ
い
て
し
、
同

「
板
倉
重
矩
の
京
都
所
司
代
就
任
の
意
義
」
（
魍
日
本
史
研
究
㎞

一
年
）
、
市
野
前
掲
「
三
条
西
実
教
の
蟄
居
を
め
ぐ
っ
て
扁
。

四
六
六
、
二
〇
〇
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②
野
村
前
掲
「
寛
文
期
の
「
叡
慮
」
と
江
戸
幕
府
」
。

③
拙
稿
「
書
評
野
村
玄
著
噸
日
本
近
世
国
家
の
確
立
と
天
皇
』
」
（
鯛
新
し
い
歴

　
史
学
の
た
め
に
㎞
二
七
〇
、
二
〇
〇
八
年
）
。

④
『
葉
室
頼
業
記
』
寛
文
八
年
工
事
二
十
八
日
条
に
「
去
十
九
日
に
た
な
い
の
小

　
路
女
中
二
黒
参
候
由
也
」
と
あ
る
。

⑤
野
村
前
掲
「
寛
文
期
の
「
叡
慮
」
と
江
戸
幕
府
」
。
但
し
、
同
論
文
で
は
三
条

　
西
が
田
内
小
路
局
を
推
す
理
由
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。
史
料
三
・
四
の
通
り
、

　
三
条
西
と
西
洞
院
家
は
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
。

⑥
『
三
条
西
正
親
町
両
伝
奏
排
斥
之
件
㎞
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）
。
こ
の

　
史
料
の
詳
細
は
田
中
前
掲
「
寛
文
三
年
「
禁
裏
御
所
御
定
目
」
に
つ
い
て
扁
参
照
。

⑦
『
勧
慶
目
記
』
寛
文
九
年
二
月
工
十
七
日
条
に
は
「
田
苗
小
路
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
（
前
脱
、
実
教
）

　
「
此
女
三
條
西
大
納
言
取
持
参
内
、
不
図
女
官
更
衣
凡
人
也
、
殊
小
路
名
禁
中
無

　
之
由
順
徳
院
御
記
分
明
也
、
如
何
、
末
世
く
」
と
あ
り
、
「
凡
人
」
の
田
内
小

　
路
局
が
小
路
名
の
ま
ま
出
仕
し
て
い
る
点
を
非
難
し
て
い
る
。
な
お
、
順
徳
院
の

　
見
解
に
つ
い
て
は
『
禁
秘
抄
㎞
（
打
保
己
一
編
隅
群
書
類
従
　
第
二
十
六
輯
㎞
続

　
群
書
類
従
完
成
会
、
～
九
三
二
年
）
に
「
禁
中
無
小
路
名
、
避
難
最
上
号
大
納

　
書
」
と
あ
る
。

⑧
野
村
前
掲
「
寛
文
期
の
門
叡
慮
」
と
江
戸
幕
府
」
。

⑨
　
藤
井
譲
治
「
京
都
町
奉
行
の
成
立
過
程
」
（
京
都
町
触
研
究
会
磐
船
京
都
町
触

　
の
研
究
㎞
岩
波
書
店
、
…
九
九
七
年
）
。

⑩
『
元
上
法
院
殿
御
日
記
』
寛
文
八
年
十
二
月
二
十
五
日
条
。

⑪
こ
の
経
緯
は
第
一
遺
金
⑫
の
論
考
参
照
。

⑫
田
中
前
掲
「
板
倉
重
矩
の
京
都
所
司
代
就
任
の
意
義
」
、
野
村
前
掲
「
寛
文
期

　
の
門
叡
慮
」
と
江
戸
幕
府
」
。

⑬
京
都
大
学
総
合
博
物
館
蔵
中
院
文
書
七
四
号
。

⑭
中
院
文
書
四
二
七
号
。
本
文
書
は
帝
国
学
士
院
編
『
農
翰
英
華
二
』
（
思
文
閣

　
出
版
、
一
九
八
八
年
）
に
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
同
書
に
よ
る
と
薄
墨
院
震
筆
で
あ

　
る
。

⑮
『
重
房
宿
善
記
㎏
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
寛
文
九
年
六
月
二
十
日
条
。

⑯
『
葉
室
頼
業
記
臨
寛
文
九
年
七
月
二
十
八
日
条
。

⑰
野
村
前
掲
「
寛
文
期
の
門
叡
慮
」
と
江
戸
幕
府
」
。

⑱
三
条
西
は
長
ら
く
和
歌
奉
行
を
勤
め
、
寛
文
九
年
七
月
七
日
の
七
夕
和
歌
会
ま

　
で
在
任
が
確
認
で
き
る
（
坂
内
泰
子
「
三
条
西
実
教
と
後
水
尾
院
歌
壇
」
（
長
谷

　
増
強
二
一
近
世
文
学
傭
鰍
㎞
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
）
）
。
し
か
し
九
月
九
日
の

　
重
陽
和
歌
会
に
は
所
労
で
出
仕
せ
ず
、
十
九
日
に
は
和
歌
奉
行
を
日
野
弘
資
に
交

　
擁
し
た
（
『
開
智
卿
記
㎞
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
寛
文
九
年
九
月
九
日
条
、
十
九
日

　
条
）
。
こ
の
時
ま
で
に
籠
居
し
た
と
思
わ
れ
る
。

⑲
正
親
町
本
；
T
コ
ニ
三
。

⑳
『
分
限
帳
』
の
「
御
幸
」
が
内
侍
に
昇
格
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
第
三
章
で
も
触
れ
る
が
、
延
宝
二
年
、
「
お
い
は
（
お
い
わ
）
」
と
長
橋
（
姉
小

　
路
氏
）
と
の
間
で
典
侍
へ
の
昇
進
を
め
ぐ
っ
て
争
論
が
あ
っ
た
（
『
中
院
通
茂
日

　
記
㎞
延
宝
二
年
六
月
六
日
条
）
。
そ
れ
に
関
し
て
、
『
勧
慶
日
記
㎞
元
禄
十
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
御
門
）

　
（
　
六
九
九
）
入
月
十
七
日
条
に
「
権
大
納
琶
［
資
熈
］
昨
日
閉
門
（
中
略
）

　
　
　
　
　
（
霊
元
院
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
水
宗
子
）

　
此
資
熈
者
仙
洞
御
在
位
時
議
奏
役
中
、
准
　
后
未
称
御
岩
下
れ
う
、
長
橋

［
無
敷
嚢
女
翼
舞
望
以
外
之
晴
資
茎
長
二
方
也
雛
堅
甲
と

　
あ
る
事
か
ら
、
延
宝
二
年
ま
で
に
は
間
違
い
な
く
交
代
し
て
い
た
。
但
し
こ
の
記

　
事
は
後
年
、
申
御
門
資
熈
の
蟄
屠
（
詳
細
は
拙
稿
「
元
禄
期
の
朝
幕
関
係
と
綱
吉

　
政
権
偏
（
『
日
本
歴
史
㎞
七
二
五
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
）
に
あ
た
っ
て
過
去
の
言

　
動
を
振
り
返
っ
た
も
の
で
、
経
慶
の
勘
違
い
を
多
少
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
姉
小
路

　
公
量
は
延
宝
二
年
時
点
で
二
十
四
歳
で
あ
り
、
長
橋
（
姉
小
路
氏
〉
を
彼
の
女
と

　
す
る
の
は
難
し
い
。
隅
庭
田
重
条
日
記
』
天
和
三
年
（
　
六
八
三
）
七
月
九
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
さ
　

　
に
「
女
中
大
典
侍
局
鮒
婬
継
新
典
侍
局
面
舩
祭
匂
当
内
侍
・
新
内
侍
［
故
為
條
下
女
］

　
御
下
四
入
、
伊
与
・
右
近
・
淡
路
・
小
弁
等
也
」
と
あ
る
事
か
ら
も
、
祖
父
姉
小

　
路
公
景
女
で
あ
ろ
う
（
長
橋
（
姉
小
路
氏
）
は
延
宝
三
年
十
一
月
二
十
一
日
に
新
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典
侍
に
昇
進
（
魍
群
書
類
従
補
遺
　
御
湯
殿
の
上
の
日
記
十
㎞
（
続
群
書
類
従
完
成

　
三
編
、
～
九
三
四
年
）
同
日
条
）
）
。
ま
た
元
禄
十
二
年
時
の
酒
井
雅
楽
頭
は
酒
井

　
忠
霊
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
父
忠
清
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
忠
清
室
は
姉
小
路
公

　
景
女
で
あ
る
（
福
田
千
鶴
『
酒
井
忠
清
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
）
。

⑫
　
但
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
段
階
の
長
楠
は
水
無
瀬
氏

　
信
女
で
あ
っ
た
。
岡
～
人
物
と
す
れ
ば
、
一
時
的
に
退
出
し
て
い
た
も
の
と
考
え

　
ら
れ
る
。

⑬
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
は
「
御
お
き
て
の
覚
」
と
ほ
ぼ
同
文
の
写
し
が
残
っ

　
て
い
る
（
「
禁
中
女
中
法
度
書
」
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏

　
本
）
。
但
し
「
公
事
な
と
の
事
ハ
さ
た
こ
も
お
よ
は
す
」
以
下
の
一
条
が
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卿
）
　
　
（
客
）

　
か
わ
り
に
「
臣
下
た
る
人
．
け
い
雲
か
く
そ
の
ほ
か
地
下
の
官
人
御
奉
公
申
候

　
（
　
侍
　
）

　
さ
ふ
ら
ひ
ふ
セ
い
に
い
た
る
ま
て
、
た
と
ひ
武
家
よ
り
つ
け
ら
れ
候
入
に
て
も
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
存
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
及
〉

　
さ
ま
の
御
た
め
不
所
そ
む
の
大
度
や
う
に
き
・
を
よ
は
れ
候
ハ
・
、
こ
れ
は

　
（
虚
実
）

　
き
よ
し
ち
を
た
・
さ
れ
候
華
ハ
な
り
候
ハ
ぬ
事
に
て
候
ま
・
、
き
・
つ
け
次
第
申

　
さ
る
へ
き
事
」
の
一
条
が
入
り
、
例
え
幕
府
の
役
人
で
あ
っ
て
も
、
天
皇
に
対
し

　
て
不
心
得
の
旨
を
聞
け
ば
す
ぐ
に
知
ら
せ
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
元
の
条
文
と
は

　
大
き
な
違
い
が
あ
る
が
、
変
化
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

⑳
　
長
野
前
掲
「
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
と
女
性
」
。

㊧
　
噸
坊
城
俊
広
日
次
記
㎞
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）
延
宝
六
年
八
月
二
十
四

　
日
条
。
糊
分
限
帳
隔
は
宣
旨
局
を
後
西
院
女
塾
と
す
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
俊
広
〉

⑱
　
例
え
ば
『
勧
累
日
記
瞼
寛
文
九
年
四
月
二
十
二
日
条
に
「
巳
刻
坊
城
亜
相
同
道

　
参
内
、
以
表
使
［
山
田
］
窺
御
機
嫌
処
、
従
長
橋
局
只
今
御
膳
被
聞
食
、
弥
御
機

　
嫌
宜
由
被
申
出
」
と
あ
り
、
堂
上
諸
家
と
長
橋
を
取
り
次
ぐ
役
目
を
果
た
し
て
い

　
る
。

⑳
　
久
保
貴
子
『
後
水
尾
天
皇
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
卓
見
房
、
二
〇
〇
八
年
）
一
五
一
・

　
一
五
二
頁
。

⑳
　
田
村
局
（
中
御
門
氏
）
に
つ
い
て
は
、
魍
中
院
通
茂
日
記
』
寛
文
十
三
年
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
基
賢
、
年
嵜
衆
）

　
十
九
日
条
に
「
参
内
、
逢
東
　
　
園
之
問
女
御
誓
事
尋
之
処
、
被
無
爵
中
納
言

　
拝
田
村
殿
菱
御
上
膳
｝
状
」
と
あ
る
。
新
大
典
侍
（
芝
山
氏
）
に
つ
い
て
は

　
魍
中
院
涌
罪
戊
日
記
㎞
庶
見
文
十
一
仁
＋
四
月
二
十
六
日
久
木
に
「
新
大
撫
ハ
侍
先
年
被
申
御

　
暇
、
従
御
方
御
所
奉
公
人
病
者
不
便
之
由
」
と
あ
り
、
病
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
中
納
雷
典
侍
（
小
倉
氏
）
と
新
内
侍
（
五
条
庸
子
）
は
明
元
上
法
院
殿
御
日
記
』

　
寛
文
十
年
七
月
十
一
日
条
、
十
～
月
十
五
日
条
に
そ
れ
ぞ
れ
登
場
し
、
こ
の
時
ま

　
で
に
出
仕
し
て
い
た
。
な
お
鯛
霊
元
天
皇
実
録
二
㎞
参
照
。

⑲
　
「
女
中
方
響
乗
物
声
々
の
侍
人
足
」
に
つ
き
触
（
朝
幕
研
究
会
編
『
近
世
朝
幕

　
関
係
法
令
史
料
集
㎞
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
～
○
年
）
。

⑳
田
中
暁
龍
「
江
戸
時
代
議
奏
制
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
史
海
謡
三
十
四
、
一
九

　
八
七
年
）
、
平
井
誠
二
門
確
立
期
の
議
奏
に
つ
い
て
扁
（
『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
瞼

　
三
十
三
、
一
九
八
八
年
）
。

⑳
　
田
申
前
掲
「
江
戸
時
代
議
奏
制
の
成
立
に
つ
い
て
」
。

⑳
　
欄
中
院
通
茂
日
記
㎞
寛
文
十
～
年
五
月
七
日
条
。

⑳
　
噌
中
院
通
茂
日
記
㎞
寛
文
十
～
年
十
月
十
五
日
条
。

⑭
　
野
村
玄
「
天
和
・
貞
享
期
の
綱
吉
政
権
と
天
皇
」
（
欄
史
林
㎞
九
三
－
六
、
二
〇

　
一
〇
年
）
。
な
お
、
野
村
は
「
も
し
女
御
所
生
の
皇
子
へ
の
皇
位
継
承
優
先
の
原

　
則
が
後
水
尾
法
皇
存
命
中
に
存
在
し
た
な
ら
ば
、
や
は
り
一
宮
ら
庶
子
は
内
々
の

　
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
得
」
な
か
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
「
原
則
」
だ
け
な
ら
ば
、

　
こ
こ
ま
で
内
々
に
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
最
前
之
一
乱
」

　
の
再
現
を
怖
れ
る
酒
井
・
板
倉
等
幕
閣
の
意
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
久
保
前
掲
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二
頁
。

⑳　
　
　
　
　
　
欄
後
水
尾
天
皇
㎞

　
　
『
中
院
通
茂
日
記
』
寛
文
十
…
年
九
月
七
日
条
。

⑳　
　
『
中
院
通
茂
日
記
』
寛
文
十
　
年
七
月
八
日
条
。

⑳　
　
『
中
院
通
園
日
記
㎞
寛
文
十
　
年
九
月
七
日
条
。

⑲　
　
山
口
和
夫
「
天
皇
・
院
と
公
家
集
団
」
（
咽
歴
史
学
研
究
㎞

　
年
）
、
久
保
前
掲
「
霊
元
天
皇
の
朝
廷
運
営
」
。

七
一
六
、
一
九
九
八
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霊元天皇の奥と東福門院（石田）

第
三
章
延
宝
～
貞
享
期
の
奥

第
一
節
　
掟
書
に
よ
る
統
制
の
崩
壊

　
後
光
明
天
皇
即
位
時
よ
り
勤
仕
し
、
東
福
門
院
と
も
関
係
の
深
い
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
の
退
出
は
、
奥
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
史
料
五
に
示
し
た
よ
う
に
、
後
水
尾
院
や
武
家
伝
奏
は
代
わ
り
の
女
中
を
女
院
御
所
か
ら
進
め
る
よ
う
求
め
た
。
女
院
の
存
在
感
が

奥
の
統
制
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
事
を
示
す
も
の
と
い
え
る
が
、
女
院
は
拒
否
し
た
。
伝
奏
に
は
当
初
そ
の
理
由
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ

が
、
次
の
記
事
は
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

門
史
料
十
三
】

『
中
院
通
茂
日
記
隔
寛
文
十
一
年
十
月
十
五
日
条

　
此
後
招
予
於
御
廊
下
、
円
光
院
雑
談

一
・
熱
野
路
糞
侍
事
内
々
不
欝
召
・
新
中
納
一
　
。
申
入
之
鰻
重
前
被
聞
召
重
量
如
何
之
由
遠
慮
故
努
・
予
冷
云
・
此
段
沙
汰
之
限
・
畜
不
被

　
　
進
之
事
於
此
義
者
尤
也
、
早
被
申
入
可
然
之
由
示
了
、
長
橋
局
姉
在
彼
御
所
、
委
細
之
事
連
々
当
人
被
申
入
之
後
新
中
納
言
可
申
入
之
壁
泉
申
之
由
也

　
円
光
院
が
語
る
事
に
は
、
東
福
門
院
に
は
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
の
退
出
を
め
ぐ
る
情
報
が
十
分
行
き
渡
ら
な
か
っ
た
。
新
中
納
言
局
が
、
最

初
に
女
院
へ
申
し
入
れ
た
場
合
に
情
報
が
漏
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
と
遠
慮
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
中
院
は
憤
慨
し
、
そ
う
い
う
歪
な
ら

女
院
が
女
中
を
進
上
し
な
い
の
も
尤
も
で
あ
り
、
早
く
申
し
入
れ
る
べ
き
と
主
張
し
た
。
そ
こ
で
円
光
院
は
、
長
橋
（
姉
小
路
氏
ヵ
）
姉
が
女

院
御
所
女
申
を
勤
め
て
い
る
の
で
、
彼
女
が
内
々
女
院
に
伝
え
た
後
、
改
め
て
新
中
納
言
局
が
申
し
入
れ
る
事
に
す
る
と
い
う
新
中
納
雷
局
の

言
葉
を
伝
え
た
。
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こ
こ
か
ら
は
、
新
中
納
言
局
を
通
じ
た
ル
ー
ト
が
十
分
機
能
し
な
く
な
っ
て
き
た
事
も
窺
え
る
。
寛
文
九
年
越
掟
書
に
し
て
も
、
十
一
年
の

後
水
尾
院
の
掟
に
し
て
も
、
大
典
侍
・
長
橋
・
大
御
乳
人
三
人
の
連
携
に
よ
る
奥
の
運
営
を
基
本
と
し
て
い
た
。
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
が
他
の

二
人
と
対
立
し
て
退
出
し
た
事
は
そ
の
体
制
が
崩
れ
た
事
を
意
味
し
、
奥
の
統
制
や
「
御
前
」
に
関
す
る
情
報
伝
達
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
典
侍
の
後
任
が
ス
ム
ー
ズ
に
決
ま
れ
ば
大
き
な
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
典
侍
の
補
充
は
極
め
て

難
航
し
た
。
そ
も
そ
も
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
・
六
大
典
侍
（
坊
城
房
子
）
・
中
納
言
典
侍
（
小
倉
氏
）
が
相
次
い
で
退
出
し
た
た
め
、
実
質
的
に
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

凝
す
る
典
侍
が
大
納
言
典
侍
（
四
辻
氏
）
一
人
に
な
っ
て
お
り
、
日
常
業
務
に
も
影
響
が
出
て
い
た
。
三
人
の
帰
参
は
所
司
代
の
反
対
で
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
水
尾
院
｝

な
か
実
現
せ
ず
、
新
規
の
女
中
採
用
に
つ
い
て
は
、
中
院
が
「
女
中
互
有
所
存
不
一
、
御
内
儀
雨
隠
便
之
躰
也
、
其
上
法
　
皇
・
新
中
納
言

　
　
　
カ
マ
ハ
　
　
　
（
霊
元
天
皇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

等
不
被
構
之
、
主
上
御
下
慮
下
面
衆
人
無
御
遠
慮
、
彼
是
以
無
懸
盤
、
女
中
不
宜
之
由
世
間
風
聞
、
此
上
女
中
被
参
之
事
尤
之
由
難
申
」

と
述
べ
て
反
対
し
て
い
た
。
寛
文
十
三
年
に
な
る
と
、
天
皇
の
成
長
も
あ
っ
て
、
東
福
門
院
の
み
な
ら
ず
後
水
尾
院
や
新
中
納
言
局
も
奥
の
管

理
か
ら
手
を
引
き
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
中
院
は
、
女
中
の
数
そ
の
も
の
を
抑
え
る
と
い
う
消
極
的
な
方
法
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
女
御
の
懐
妊
に
期
待
す
る
幕
府
へ
の
配
慮
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　
同
年
に
は
そ
の
女
御
の
懐
妊
が
明
ら
か
に
な
り
、
所
司
代
永
井
は
皇
子
で
あ
っ
た
場
合
の
扱
い
に
つ
い
て
、
中
院
を
通
じ
て
後
水
尾
院
に
確

　
　
　
　
③

重
し
て
い
る
。
院
は
「
無
思
召
、
如
何
様
共
従
関
東
指
図
次
第
」
と
幕
府
に
任
せ
る
意
向
を
示
し
た
が
、
中
院
が
さ
ら
に
「
今
度
女
御
々
腹
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

然
歎
」
と
問
う
た
所
、
「
置
酒
腹
尤
孝
順
」
と
応
じ
て
い
る
。
し
か
し
産
ま
れ
た
の
は
皇
女
（
女
二
｛
昌
）
で
あ
り
、
こ
の
頃
か
ら
典
侍
の
増
員
が

本
格
的
に
検
討
さ
れ
始
め
た
。
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門
史
料
十
里

『
中
院
通
茂
日
記
隔
延
宝
二
年
五
月
二
十
八
日
条



（
弘
資
、
武
家
伝
奏
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宗
条
、
年
寄
衆
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
谷
武
清
、
禁
裏
附
）

日
　
　
　
野
退
出
候
後
右
京
大
夫
来
園
、
松
　
　
木
息
女
為
典
侍
来
五
日
翼
壁
之
由
也
、
予
不
知
之
由
返
答
、
伝
奏
・
長
　
　
　
　
州
等
不
治
定
以

前
可
被
聞
事
也
、
可
示
大
御
乳
人
之
由
被
申
了
、
大
御
乳
人
可
重
器
由
也
、
傍
参
番
所
、
松
木
女
之
事
被
申
了
、
奉
了
、
長
州
唯
今
所
存
之
旨
示
了
、
以
来

如
此
之
事
兼
而
可
被
知
之
由
示
了

霊元天皇の奥と東福門院（石田）

　
結
局
、
典
侍
の
増
員
は
延
宝
二
年
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
。
新
し
い
典
侍
と
し
て
松
木
魚
条
女
（
松
木
宗
子
、
敬
法
門
院
）
が
任
命
さ
れ
た
が
、

そ
の
選
定
は
武
家
伝
奏
や
禁
裏
附
の
与
り
知
ら
ぬ
所
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
寛
文
期
の
統
制
の
枠
組
が
崩
壊
し
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ろ
う
。
但
し
、
松
木
女
は
座
次
論
の
た
め
正
式
な
典
侍
に
さ
れ
ず
、
「
お
い
は
」
と
称
さ
れ
て
出
仕
し
、
翌
年
に
五
宮
（
東
山
天
皇
）
を
産
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

以
後
霊
元
天
皇
は
五
宮
を
継
体
と
す
る
計
画
を
進
め
る
が
、
そ
れ
と
「
お
い
は
」
の
選
定
過
程
は
無
関
係
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

自
己
を
中
心
と
し
た
朝
廷
の
再
編
成
を
目
指
し
た
天
皇
に
と
っ
て
、
後
水
尾
院
や
東
福
門
院
、
ま
た
伝
奏
・
禁
裏
附
等
の
影
響
下
に
な
く
、
お

そ
ら
く
天
皇
側
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
「
お
い
は
」
は
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
た
。
五
宮
を
皇
継
に
選
ん
だ
理
由
の
一
つ
は
こ

こ
に
あ
ろ
う
。

　
延
宝
期
は
、
朝
幕
の
中
心
的
存
在
が
次
々
に
辞
職
・
死
没
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
ま
ず
寛
文
十
三
年
（
延
宝
元
年
）
に
板
倉
重
矩
が
亡
く
な

り
、
延
宝
三
年
に
は
日
野
・
中
院
の
両
名
が
武
家
伝
奏
を
辞
し
た
。
同
五
年
に
は
新
中
納
言
周
、
翌
年
に
は
東
福
門
院
が
亡
く
な
り
、
同
八
年

に
は
後
水
尾
院
が
没
し
、
朝
廷
は
名
実
共
に
霊
元
天
皇
を
中
心
と
し
た
体
制
に
移
行
し
た
。
特
に
形
骸
化
し
て
い
た
と
は
い
え
、
奥
の
統
制
を

担
っ
て
い
た
新
中
納
雷
局
や
東
福
門
院
、
後
水
尾
院
の
死
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
幕
府
は
奥
向
き
に
関
す
る
情
報
の
入
手
先
を

失
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
、
延
宝
八
年
の
徳
川
家
事
の
死
で
あ
ろ
う
。
内
室
を
通
じ
て
公
家
社
会
と
つ
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
を
持
っ
て
い
た
酒
井
忠
清
が
失
脚
し
た
一
方
、
綱
吉
に
信
任
さ
れ
た
堀
田
正
俊
は
そ
う
し
た
関
係
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
天
和
・
貞
享
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

間
、
所
司
代
は
年
寄
衆
を
通
じ
た
「
御
前
」
把
握
を
強
め
る
が
、
奥
か
ら
情
報
を
入
手
し
得
な
い
中
で
の
苦
肉
の
策
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
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第
二
節
　
霊
元
天
皇
譲
位
時
の
女
中
「
人
分
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
天
和
二
年
、
五
宮
の
儲
君
擁
立
が
決
定
さ
れ
、
貞
享
三
年
に
は
翌
年
の
譲
位
が
定
め
ら
れ
た
。
以
後
、
幕
府
は
霊
元
天
皇
の
院
政
を
防
ぐ
た

　
　
　
　
　
⑧

め
に
腐
心
す
る
が
、
焦
点
の
一
つ
は
女
中
の
「
差
出
」
で
あ
っ
た
。
貞
享
三
年
十
一
月
二
十
三
日
付
所
司
代
土
麗
政
直
野
老
中
奉
書
に
は
「
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
v
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

宮
御
煎
年
之
事
候
ヘ
ハ
万
事
御
大
切
令
事
候
、
尤
女
中
方
不
被
差
出
様
二
可
然
候
」
と
あ
り
、
東
宮
（
貞
享
三
年
当
時
十
二
歳
）
へ
の
女
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
差
出
」
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
奉
書
だ
け
で
は
意
味
す
る
所
が
明
確
で
な
い
が
、
奉
書
発
給
を
要
請
し
た
十
一
月
七
日
付
土
屋
書
状
案

に
は
「
其
外
女
中
、
其
外
皆
々
6
一
切
諸
事
指
出
無
之
様
二
言
墨
客
」
と
あ
り
、
ま
た
奉
書
に
つ
い
て
天
皇
か
ら
相
談
を
う
け
た
土
御
門
鴬
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
「
女
中
方
御
即
位
豊
後
万
事
か
ま
は
れ
ぬ
様
こ
と
の
義
申
来
」
と
記
し
て
い
る
所
か
ら
、
女
中
の
朝
廷
運
営
へ
の
「
差
出
」
を
禁
じ
た
も
の

で
あ
る
。

　
貞
享
四
年
初
頭
の
奥
は
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
や
他
の
古
記
録
等
で
確
認
さ
れ
る
限
り
、
大
納
言
典
侍
（
松
木
宗
子
）
・
大
夫
典
侍
（
姉
小

　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

中
主
）
・
新
典
侍
（
六
条
氏
）
・
長
橋
（
藤
谷
氏
）
・
菅
内
侍
（
五
条
経
子
）
・
新
内
侍
（
東
久
世
博
子
）
と
い
う
面
々
で
あ
っ
た
。
同
年
正
月
二
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

日
に
は
「
東
宮
の
御
か
た
の
左
衛
門
」
が
東
宮
朝
仁
親
王
元
服
の
役
を
務
め
る
た
め
平
内
侍
に
な
り
、
三
月
三
日
に
は
惹
き
よ
御
料
人
が
藤
内

　
　
　
　
　
　
　
⑳

侍
に
就
任
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ま
ず
特
徴
的
な
の
は
大
典
侍
の
不
在
で
あ
る
。
天
和
三
年
時
の
大
典
侍
は
四
辻
季
継
女
で
あ
っ
た
。
元
大
納
言
典
侍
（
四
辻
氏
）
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

昇
進
の
時
期
は
不
明
だ
が
、
「
お
い
は
」
の
大
納
言
典
侍
昇
進
の
時
期
か
ら
考
え
る
と
小
倉
事
件
が
契
機
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
大
典
侍
（
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

辻
町
）
は
貞
享
二
年
に
亡
く
な
っ
た
。
こ
の
時
、
大
納
雷
典
侍
（
松
木
宗
子
）
を
尚
侍
に
昇
進
さ
せ
る
案
も
で
た
が
実
現
せ
ず
、
新
た
な
大
典
侍

が
任
命
さ
れ
た
形
跡
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
為
　
　
条
　
　
）

　
次
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
長
橋
（
藤
谷
氏
）
の
急
激
な
昇
進
で
あ
る
。
『
御
湯
殿
上
の
日
記
』
延
宝
五
年
八
月
三
十
日
条
に
「
看
た
に
中
納
言

　
　
（
雇
）

娘
御
や
と
ひ
二
ま
い
ら
る
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
禁
裏
に
出
仕
し
た
初
め
で
あ
ろ
う
。
天
和
二
年
四
月
二
十
五
日
に
新
内
侍
と
な
り
、
二
四
年
正
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⑮

月
中
に
藤
内
侍
へ
名
称
変
更
、
翌
貞
享
二
年
二
月
二
十
一
B
長
橋
と
な
っ
た
。
前
長
橋
（
水
塗
笠
氏
）
を
退
出
さ
せ
て
の
就
任
で
あ
り
、
近
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

基
熈
は
天
皇
の
寵
愛
に
よ
る
恣
意
を
疑
っ
て
い
る
。

　
一
方
、
東
宮
付
の
女
中
は
、
天
和
三
年
二
月
八
日
に
召
し
出
さ
れ
た
園
基
留
女
と
西
洞
院
時
成
女
、
貞
享
三
年
十
月
十
三
日
に
召
し
出
さ
れ

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磐

た
櫛
笥
隆
囲
女
の
三
人
が
確
認
さ
れ
る
。
「
東
宮
の
御
か
た
の
左
衛
門
」
と
は
西
洞
院
時
成
女
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
他
に
梅
園
季
保
女
が
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

膓
、
中
将
局
と
し
て
出
仕
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
貞
享
二
年
九
月
五
日
に
籠
居
し
て
お
り
、
以
後
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
寵
愛
す
る
女
中
を
昇
進
さ
せ
る
等
、
天
皇
は
奥
の
入
事
権
を
掌
握
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
寛
文
期
か
ら
出
仕
し
て
い
る
女
中
は
大
夫
典
侍

（
姉
小
路
氏
）
を
除
い
て
一
掃
さ
れ
て
お
り
、
即
位
か
ら
お
よ
そ
二
十
年
か
け
て
、
天
皇
は
奥
の
再
編
成
を
完
了
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ
を
踏
ま

え
て
、
譲
位
に
際
し
て
東
山
天
皇
付
と
霊
元
院
付
に
公
家
や
非
蔵
人
、
女
中
等
を
割
っ
た
「
人
当
」
を
検
討
し
た
い
。

【
史
料
十
五
】

『
勧
慶
日
記
輪
貞
享
四
年
三
月
十
三
日
条

　
御
人
分
儀
被
面
出
、
院
之
儀
（
中
略
）
女
中
申
出
局
、
佐
保
・
高
松
・
今
小
路
鰐
性
朧
人
菅
式
部
・
大
弐
・
源
中
将
規
牡
薦
加
賀
・
河
内
・
柏
木
燗
靴
紀
按
察

　
　
［
御
乳
人
］
近
江
［
御
事
］
、
司
・
た
と
・
兵
庫
・
千
寿
醐
紅
四
ひ
さ
・
し
ろ
・
ろ
く
・
ふ
さ
刷
姑
鞭
御
物
書
浦
藤
、
御
物
師
三
吉
・
松
山
、
表
罫
長
岡
、
此
外

　
鳥
飼
・
仕
丁
等
也
、
禁
中
（
半
半
）
女
中
東
二
条
・
典
侍
三
人
隙
入
内
侍
二
人
隣
人
御
下
三
人
罪
人
大
乳
人
大
和
、
末
六
人
・
女
寿
八
人
・
御
物
書
一
人
・
御

　
物
師
四
人
・
表
使
一
人
ひ
っ
か
さ
、
以
上
内
々
外
様
公
卿
雲
客
非
蔵
人
取
次
鳥
飼
以
下
略
之
、
女
中
下
行
時
者
本
式
夢
人
数
分
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
院
女
中
の
内
、
上
膓
局
は
元
大
納
言
典
侍
（
松
木
宗
子
）
、
佐
保
は
元
新
典
侍
（
六
条
氏
）
、
高
松
は
元
長
橋
（
藤
谷
氏
）
、
今
小
路
は
柳
原
資
廉

⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

女
で
、
霊
元
天
皇
在
位
中
は
「
典
侍
内
侍
之
差
別
無
」
召
し
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
菅
式
部
は
元
期
内
侍
（
五
条
経
子
）
、
大
弐
は
不
詳
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

源
中
将
は
元
新
内
侍
（
東
久
世
博
子
）
で
あ
る
。
中
脇
ま
で
が
堂
上
出
身
者
で
あ
る
。

　
東
山
天
皇
女
中
の
内
、
東
二
条
局
は
松
木
美
星
室
で
上
繭
局
（
松
木
宗
子
）
母
、
つ
ま
り
天
皇
外
祖
母
に
あ
た
る
。
典
侍
三
人
の
中
で
、
大
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（
典
侍
）
　
（
今
日
）
　
　
　
（
稿
）
　
　
　
（
局
）
　
　
　
　
　
　
　
（
姉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
度
）

典
侍
は
「
大
納
言
す
け
殿
け
ふ
よ
り
上
ら
ふ
の
御
つ
ほ
ね
に
な
り
給
ふ
、
あ
ね
ハ
騎
西
院
に
て
山
の
小
路
と
い
ひ
し
人
也
、
こ
れ
も
此
た
ひ
大

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
け
に
な
さ
せ
ら
る
・
」
と
あ
る
よ
う
に
、
肥
後
西
院
女
中
で
東
二
壁
土
息
女
（
天
盛
伯
母
）
山
小
路
周
で
あ
っ
た
。
残
り
の
典
侍
は
不
明
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
、
園
基
福
女
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
内
侍
二
名
は
長
橋
（
西
洞
院
氏
）
・
藤
内
侍
（
櫛
笥
賀
子
、
薪
馬
鞭
門
院
）
で
あ
ろ
う
。
長
橋

（
西
洞
院
氏
）
は
元
禄
三
年
、
禁
中
で
髪
を
切
り
落
と
す
と
い
う
挙
に
出
て
蟄
居
さ
せ
ら
れ
た
。
年
齢
は
「
十
六
七
云
々
、
稼
人
公
之
始
於
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

職
者
事
済
軽
問
、
可
加
年
齢
堅
塁
御
同
意
、
加
＝
一
間
実
者
可
為
十
五
六
才
」
で
あ
り
、
貞
享
四
年
時
の
実
年
齢
は
十
一
一
・
三
歳
に
な
る
。
次

　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
長
橋
（
櫛
笥
賀
子
）
も
、
生
年
か
ら
す
る
と
ほ
ぼ
同
年
齢
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
低
落
院
は
譲
位
に
あ
た
っ
て
、
典
侍
の
最
上
位
と
長
橋
を
両
方
院
女
中
と
す
る
一
方
、
東
山
天
皇
の
大
典
侍
に
は
外
部
か
ら
外

戚
を
任
命
し
、
長
橋
に
は
幼
少
の
女
性
を
あ
て
た
の
で
あ
る
。
大
典
侍
不
在
と
い
う
事
情
は
あ
る
に
せ
よ
、
大
典
侍
・
長
橋
の
留
任
を
原
則
と

す
る
近
世
後
期
と
は
全
く
異
な
る
方
策
を
と
っ
た
と
い
え
よ
う
。
長
橋
（
西
洞
院
氏
）
が
十
分
職
務
を
果
た
し
得
た
と
は
思
え
ず
、
実
質
的
に

は
東
二
条
周
や
大
典
侍
（
松
木
氏
）
が
、
院
に
い
る
上
驕
局
（
松
木
宗
子
、
元
禄
二
年
置
后
宣
下
）
と
共
に
奥
を
差
配
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
霊
元
院
が
若
年
の
天
皇
の
動
向
を
把
握
し
、
院
政
を
行
う
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。
幕
府
は
そ
れ
に
対
し
て
有
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
統
制
手
段
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
寛
文
十
一
年
の
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
退
出
以
降
、
奥
に
お
け
る
東
福
門
院
の
影
響
力
は
減
退
し
、
ま
た
大
典
侍
・
長
橋
・
大
御
乳
人

の
三
人
の
連
携
を
基
本
と
し
た
統
制
も
崩
れ
て
い
っ
た
。
延
宝
期
に
は
新
中
納
言
局
・
東
福
門
院
・
後
水
尾
院
ら
が
相
次
い
で
亡
く
な
り
、
成

人
し
た
霊
元
天
皇
は
女
申
の
人
事
権
を
獲
得
し
、
奥
の
再
編
成
を
進
め
て
い
っ
た
。
譲
位
に
あ
た
っ
て
天
皇
は
院
政
に
適
合
し
た
体
制
へ
と
女

中
を
「
人
分
」
し
、
院
政
の
基
盤
と
し
た
の
で
あ
る
。
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①
『
申
院
通
茂
日
記
』
寛
文
十
三
年
七
月
二
日
条
に
「
禁
中
女
中
之
事
、
典
侍
役
、

　
御
手
水
倍
膳
・
御
行
水
御
湯
平
・
御
手
水
御
服
・
御
拝
御
供
・
御
膳
御
倍
膳
等
二

　
人
猶
毎
朝
之
義
難
勤
之
、
然
処
唯
今
一
人
也
、
女
御
御
壷
繕
錐
皆
勤
、
今
退
出
閾

　
如
也
」
と
あ
る
。

②
『
中
院
通
茂
日
記
』
寛
文
十
三
年
正
月
十
一
日
傘
。

③
野
村
前
掲
「
天
和
・
貞
享
期
の
網
吉
政
権
と
天
皇
」
。
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④
馴
中
院
通
日
日
記
㎞
寛
文
十
三
年
二
月
十
六
日
条
。

⑤
久
保
前
掲
『
後
水
尾
天
皇
㎞
二
〇
二
頁
、
ま
た
第
工
章
注
⑳
参
照
。
正
式
な
典

　
侍
と
な
る
の
は
小
倉
事
件
後
、
大
納
需
典
侍
と
さ
れ
た
時
で
あ
る
（
『
御
湯
殿
の

　
上
の
日
記
』
天
和
元
年
十
一
月
九
日
条
V
。

⑥
　
久
保
前
掲
「
霊
元
天
皇
の
朝
廷
運
営
」
、
同
前
掲
四
後
水
尾
天
皇
㎞
二
〇
三
～

　
二
〇
四
頁
。

⑦
第
二
章
注
⑳
参
照
。

⑧
小
倉
窮
件
の
最
中
、
堀
田
正
俊
は
参
府
し
た
年
寄
衆
勧
修
寺
経
慶
と
会
談
し
、

　
「
禁
中
方
諸
事
宜
儀
於
有
之
者
内
謹
二
而
可
申
越
（
中
略
）
残
老
中
者
上
方
二
由

　
緒
共
有
之
候
而
内
詮
被
聞
候
へ
共
、
自
分
ニ
ハ
無
目
間
不
案
内
、
乍
去
假
令
有
由

　
緒
二
而
も
合
手
ニ
ョ
リ
不
甘
心
、
又
難
尋
由
」
と
内
々
の
情
報
提
供
を
求
め
た
上
、

　
「
小
倉
殿
者
常
之
行
状
如
侮
」
と
今
更
尋
ね
て
い
る
（
『
縦
笛
日
記
㎞
延
宝
九
年

　
九
月
二
十
三
日
条
）
。
野
村
は
本
史
料
を
用
い
、
綱
吉
と
堀
田
と
の
聞
に
小
倉
の

　
人
物
像
と
小
倉
事
件
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
と
す
る
（
野
村
前
掲
「
天

　
和
・
貞
享
期
の
網
吉
政
権
と
天
皇
」
）
が
、
む
し
ろ
堀
田
は
小
倉
の
人
物
像
を
十

　
分
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
反
省
が
、
堀
田
を
し
て
勧
修

　
寺
と
の
内
証
ル
ー
ト
形
成
に
向
か
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨
田
甲
唄
龍
「
貞
享
期
の
朝
旦
関
係
」
（
桜
美
林
大
学
桜
美
醜
論
考
『
入
文
研
究
』

　
創
刊
号
、
二
〇
一
〇
年
）
。

⑩
こ
の
経
緯
は
、
野
村
前
掲
「
天
和
・
貞
享
期
の
綱
吉
政
権
と
天
皇
」
が
詳
細
に

　
検
討
し
て
い
る
。

⑪
久
保
貴
子
「
朝
廷
運
営
を
め
ぐ
る
霊
元
上
皇
と
近
衛
基
調
」
（
久
保
前
掲
『
近

　
世
の
朝
廷
運
営
励
）
、
田
中
前
掲
「
貞
享
期
の
朝
憲
関
係
」
。

⑫
『
思
量
国
記
㎞
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
謄
写
本
）
貞
享
三
年
十
二
月
二
十
三

　
日
条
。

⑬
『
自
筆
之
書
状
下
書
馳
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
常
陸
国
土
浦
土
窯
家
文
書
）
。

　
本
史
料
の
詳
細
は
田
中
前
掲
「
貞
享
期
の
垂
幕
関
係
」
参
照
。

⑭
噸
泰
福
卿
記
㎞
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
貞
享
四
年
正
月
三
目
条
。

⑮
貞
享
元
年
五
月
墨
田
新
典
侍
よ
り
名
称
変
更
（
州
御
湯
殿
の
上
の
日
記
瞬
同
日

　
条
）
。

⑯
貞
享
二
年
六
月
十
二
日
今
参
と
し
て
省
員
（
㎎
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
同
日
条
）
。

⑰
天
和
三
年
十
月
二
十
一
日
今
風
と
し
て
出
仕
（
『
御
湯
殿
の
上
の
B
記
田
同
日

　
条
）
。

⑬
貞
享
二
年
十
月
十
三
日
よ
り
出
仕
（
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
同
日
条
）
。
但
し

　
系
譜
類
に
よ
る
と
貞
享
三
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
貞
享
四
年
三
月
十
八
日
ま
で
退

　
点
し
て
い
る
（
『
中
元
天
皇
実
録
二
』
）
。

⑲
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
同
日
条
。

⑳
柵
御
湯
殿
の
上
の
日
記
㎞
同
日
条
。
彼
女
の
詳
細
は
不
明
。

⑳
第
二
章
注
⑳
参
照
。

⑫
　
本
章
注
⑤
参
照
。

⑳
　
『
通
誠
公
記
㎞
（
今
江
廣
道
・
小
沼
修
～
校
訂
凹
通
誠
公
記
一
画
続
群
書
類
従
完

　
成
会
、
一
九
八
八
年
）
貞
享
二
年
七
月
一
日
条
に
門
伝
聞
、
今
日
大
典
侍
局
卒
去

　
惇
砒
云
々
、
頓
死
之
由
」
と
あ
り
、
年
齢
も
符
合
す
る
。

⑳
　
朔
兼
輝
公
記
㎞
（
東
京
大
挙
史
料
編
纂
所
蔵
謄
写
本
）
貞
享
二
年
七
月
二
日
条
。

⑳
　
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
天
和
二
年
四
月
二
十
五
日
条
、
同
四
年
二
月
一
日
条
、

　
貞
享
二
年
二
月
二
十
一
日
条
。

⑳
『
重
美
公
記
㎞
貞
享
元
年
十
二
月
二
十
九
日
条
に
「
今
日
長
橋
局
鯨
飛
脚
嬢
門
数

　
年
為
奉
公
人
、
面
俄
被
下
御
暇
率
爾
退
出
云
々
、
其
罪
入
不
知
之
、
但
当
時
藤
内

　
侍
鋤
鰍
翻
雛
娩
有
寵
、
以
此
人
可
為
長
橋
御
内
唐
織
由
燕
賀
令
推
察
者
也
、
惣
而
近

　
年
男
女
之
間
例
年
或
蟄
居
或
退
出
、
於
勾
当
内
侍
者
幽
思
端
縫
四
人
退
出
了
、
偏

　
朝
廷
衰
微
可
言
々
々
」
と
あ
る
。
な
お
、
霊
元
天
皇
在
位
時
の
長
橋
は
確
認
し
う

　
る
限
り
今
城
氏
、
西
洞
院
氏
、
姉
小
路
氏
、
水
無
瀬
氏
、
藤
谷
氏
の
五
人
で
あ
る
。

　
姉
小
路
氏
の
み
退
出
し
て
い
な
い
が
、
基
本
的
に
は
基
熈
の
記
述
と
整
合
す
る
。

⑳
　
当
該
期
の
名
は
隆
慶
で
あ
る
が
、
煩
雑
と
な
る
た
め
隆
賀
に
統
一
す
る
。

（403）33



㊧
　
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
天
和
三
年
二
月
八
日
条
、
貞
享
三
年
十
月
十
三
臼
条
。

⑳
）
『
基
量
卿
記
』
貞
享
二
年
九
月
六
日
条
。

⑳
　
本
記
事
は
山
口
和
夫
「
朝
廷
と
幕
府
扁
（
藤
田
覚
編
『
史
料
を
読
み
解
く
3

　
近
世
の
政
治
と
外
交
紬
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
に
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
同
書
は
省
略
箇
所
で
登
場
す
る
清
閑
寺
熈
定
を
［
大
典
侍
兄
」
と
注
し
て

　
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
禁
裏
女
中
で
は
な
く
、
江
戸
城
の
奥
に
仕
え
、
大
典
侍

　
と
称
さ
れ
た
女
性
（
寿
光
院
）
で
あ
る
。
ち
な
み
に
彼
女
に
つ
い
て
、
「
徳
川
幕

　
府
家
譜
」
（
『
徳
廻
諸
家
系
譜
一
幅
（
続
群
轡
類
従
｛
元
成
会
、
一
九
七
〇
年
V
）
は
、

　
江
戸
下
向
以
前
に
長
橋
で
あ
っ
た
と
す
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
管
見
の

　
隈
り
～
次
史
料
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。

⑳
　
　
讐
ハ
当
家
錨
剛
㎞
　
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
謄
写
本
）
。

⑳
　
『
藤
谷
家
譜
聴
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
謄
写
本
）
。

⑳
『
勧
皆
記
㎞
元
禄
二
年
晋
二
＋
合
条
焦
三
三
納
昌
　
愚
轟
勧

　
と
あ
る
。

⑭
　
㎎
基
歳
卿
記
㎞
貞
享
三
年
十
二
月
二
十
日
条
。

薗
　
『
野
宮
定
基
日
記
幽
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
元
禄
二
年
閏
正
月
二
十
入
日
条
に

「．

}
マ
旬
下
同
．
式
部
籐
蒋
灘
懸
緒
侍
就
中
納
　
・
・
典
侍
云
な
初
罐
兀
越

　
御
在
位
之
時
候
禁
中
、
申
管
掌
侍
人
也
」
と
あ
る
。
院
上
膓
は
典
侍
格
で
あ
る
事

　
か
ら
、
野
宮
は
上
騰
へ
の
昇
進
を
「
補
典
侍
」
と
表
現
し
た
と
思
わ
れ
る
。
同
年

　
の
院
皇
子
出
産
時
に
は
菅
中
納
言
局
を
称
し
て
い
る
（
騨
皿
元
天
皇
実
録
二
㎞
）
。

　
な
お
、
掌
侍
は
内
侍
の
別
名
で
あ
る
。

⑳
　
㎎
裏
罫
天
皇
実
録
二
㎞
。

⑰
高
橋
博
「
近
世
後
期
の
仙
洞
・
大
宮
等
に
お
け
る
帝
京
制
度
」
（
商
橋
前
掲

　
欄
近
世
の
朝
廷
と
女
官
制
度
㎞
）
。

⑳
　
門
急
登
公
記
㎞
元
禄
十
年
九
月
六
日
条
に
門
東
二
条
蹄
鮒
」
と
あ
る
。

⑳
　
㎎
光
上
法
院
殿
御
日
記
』
貞
享
四
年
三
月
二
十
一
日
条
。

⑳
　
大
典
侍
（
松
木
氏
）
は
元
禄
十
四
年
に
暇
を
与
え
ら
れ
た
（
『
基
熈
公
記
軸
元

　
禄
十
四
年
九
月
九
日
条
）
。
翌
元
禄
十
五
年
二
月
十
七
日
条
に
「
大
典
侍
嬬
雌
同
」

　
と
あ
り
、
次
の
大
典
侍
は
園
基
福
女
で
あ
っ
た
。

⑪
　
噸
基
熈
公
記
㎞
元
禄
三
年
五
月
八
日
条
。
な
お
、
四
通
誠
公
記
』
元
禄
三
年
五
月

　
九
日
条
は
「
十
九
才
」
と
す
る
が
、
関
白
で
あ
る
近
衛
の
情
報
の
方
が
正
確
で
あ

　
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
櫛
笥
隆
賀
）

⑫
　
『
基
熈
公
㍊
幅
元
禄
三
年
五
月
十
四
日
条
に
門
亥
刻
許
右
兵
衛
尊
来
、
息
女
藤

　
内
侍
可
為
勾
甕
内
侍
旨
被
仰
出
、
畏
悦
之
由
也
」
と
あ
る
。

⑬
　
霊
山
院
は
譲
位
前
、
議
奏
と
院
伝
奏
の
兼
任
を
構
想
し
て
い
た
が
、
実
現
し
な

　
か
っ
た
（
村
和
明
門
近
世
仙
澗
御
所
機
構
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
『
史
学
雑
誌
㎞

　
一
一
七
一
三
、
二
〇
〇
入
年
）
。
表
向
き
に
比
べ
、
奥
に
は
院
の
意
向
が
よ
り
貫

　
徹
し
や
す
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
霊
元
天
皇
在
位
時
の
奥
の
構
造
を
解
明
す
る
と
共
に
、
禁
閾
騒
動
の
経
緯
を
再
検
討
し
、
そ
れ
が
朝

廷
内
部
に
留
ま
ら
ず
、
以
後
の
家
慈
政
権
の
対
朝
廷
政
策
を
も
規
定
し
て
い
た
事
を
論
証
し
た
。
そ
の
他
、
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
と

今
後
の
課
題
を
あ
わ
せ
て
提
示
し
て
結
び
に
か
え
た
い
。



　
ま
ず
東
福
門
院
の
役
割
に
つ
い
て
。
本
稿
の
検
討
に
よ
り
、
女
院
は
自
身
が
見
定
め
た
女
中
を
禁
裏
に
進
め
、
ま
た
掟
書
を
発
し
て
起
請
文

を
徴
収
す
る
等
、
禁
裏
奥
の
統
制
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
事
が
判
明
し
た
。
こ
れ
は
所
司
代
や
禁
裏
附
の
協
力
の
も
と
で
行
わ
れ
、
所
司
代

ら
は
そ
の
枠
組
を
通
じ
て
「
御
前
」
の
情
報
を
入
手
し
、
朝
廷
統
制
に
役
立
て
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
女
院
が
幕
府
の
意
図
の
ま
ま
に
動

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
史
料
五
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
水
尾
院
の
要
請
で
あ
っ
て
も
、
江
戸
か
ら
の
依
頼
で
あ
っ
て
も
不
必
要
と
感
じ

れ
ば
断
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
女
は
自
身
の
主
体
的
判
断
の
元
に
行
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
皇
位
継
承
に
お
け
る
影
響
力
も
こ
う
し
た
日
常
的

な
役
割
の
延
長
線
上
に
位
置
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
重
要
な
の
が
大
典
侍
（
小
倉
氏
）
の
存
在
で
あ
る
。
彼
女
は
女
院
の

推
薦
に
よ
り
奥
に
入
っ
た
女
中
で
あ
り
、
後
光
明
天
皇
即
位
式
に
お
い
て
襲
帳
典
侍
を
勤
め
た
。
野
村
は
、
同
即
位
儀
が
女
院
と
の
母
子
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
明
確
化
す
る
形
で
行
わ
れ
た
事
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
「
母
」
と
し
て
の
女
院
を
演
出
す
る
一
環
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
注
目
さ

れ
る
の
が
、
後
西
天
皇
の
即
位
に
関
わ
る
次
の
記
事
で
あ
る
。

霊元天皇の奥と東福門院（石田）

【
史
料
十
六
】

『
宣
順
卿
記
』
承
応
三
年
十
月
九
日
条

　
（
良
仁
親
王
（
後
西
天
皇
）
）
　
　
　
　
（
徳
川
家
網
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
貴
宮
（
霊
元
天
皇
）
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
福
門
院
）

　
　
花
　
　
町
　
　
殿
御
行
常
大
　
樹
御
存
知
無
意
、
向
後
天
子
御
作
法
不
立
者
不
依
何
時
一
　
才
　
宮
へ
可
有
御
子
、
女
院
可
罰
三
浦
由
武
命
之
趣
、

　
　
　
　
（
高
如
、
高
家
）
　
　
　
　
　
（
後
水
尾
院
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
光
平
）

　
以
女
中
品
　
　
川
申
入
女
院
、
本
　
院
・
女
院
御
喜
悦
之
由
自
二
条
殿
臨
御
消
息
被
仰
遣
大
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
幕
府
は
後
陣
天
皇
の
即
位
を
認
め
つ
つ
、
「
天
子
御
作
法
」
が
悪
け
れ
ば
何
時
で
も
高
貴
薬
に
譲
位
す
べ
き
と
し
、
東
福
門
院
に
そ
の
「
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
作
法
）

計
」
を
求
め
た
。
後
西
天
皇
在
位
時
の
大
典
侍
は
彼
女
で
あ
り
、
女
院
は
彼
女
を
通
じ
て
、
寛
文
九
年
の
掟
書
に
「
上
様
平
生
の
御
さ
ぼ
う
」

と
表
現
さ
れ
た
よ
う
な
、
奥
向
き
に
お
け
る
天
皇
の
動
向
を
い
ち
早
く
把
握
し
え
た
の
で
あ
る
。
幕
府
は
そ
れ
故
に
こ
そ
、
女
院
に
「
天
子
御

作
法
」
の
監
視
を
期
待
し
え
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
後
光
明
天
皇
・
後
西
天
皇
期
に
お
け
る
奥
の
動
向
や
、
女
院
の
役
割
を
検
証
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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次
に
、
近
世
後
期
に
至
る
禁
裏
奥
の
変
遷
に
つ
い
て
。
霊
元
天
皇
は
譲
位
に
あ
た
っ
て
典
侍
の
最
上
位
と
長
橋
を
両
方
院
女
中
と
す
る
一
方
、

禁
裏
に
は
外
戚
の
女
中
を
配
置
し
て
院
政
の
基
盤
と
し
た
。
以
後
、
禁
裏
奥
の
統
制
は
東
山
天
皇
実
母
の
准
盾
松
木
宗
子
が
中
心
と
な
っ
た
が
、

幕
府
と
血
縁
関
係
を
持
た
な
い
「
母
」
の
登
場
は
、
幕
府
に
薪
た
な
対
策
を
迫
る
事
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
元
禄
六
年
、
霊
廟
院
の
院
政
終

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

了
に
あ
わ
せ
、
幕
府
が
如
意
松
木
宗
子
や
東
二
条
局
の
「
差
出
」
を
容
認
す
る
方
向
へ
と
転
換
し
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

う
し
た
試
行
錯
誤
は
、
以
後
の
天
皇
が
院
政
を
志
向
す
る
際
、
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
東
山
天
皇
の
譲
位
に
際
し
て
も
、
長

　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

橋
は
院
女
申
と
さ
れ
る
【
方
、
中
御
門
天
皇
の
外
祖
父
櫛
笥
隆
賀
が
東
山
院
の
「
仰
」
を
う
け
、
男
性
で
あ
り
な
が
ら
奥
で
勤
務
し
た
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

よ
う
な
奥
の
多
様
な
あ
り
方
に
つ
い
て
、
皇
継
を
め
ぐ
る
制
度
的
変
容
と
も
あ
わ
せ
、
幕
府
の
反
応
も
含
め
て
具
体
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
最
後
に
、
武
家
社
会
の
奥
と
の
関
連
に
つ
い
て
。
本
稿
で
論
証
し
た
奥
の
統
制
や
情
報
管
理
は
、
朝
廷
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

同
時
期
の
幕
府
や
大
名
家
に
お
い
て
も
同
趣
旨
の
法
度
や
条
自
が
頻
発
さ
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
幕
府
や
大
名
家
の
奥
女
中
に
公
家
社
会
出

身
者
が
多
く
見
ら
れ
た
事
も
考
え
れ
ば
、
両
者
は
近
世
を
通
じ
、
互
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま

え
つ
つ
、
奥
の
研
究
全
体
の
中
に
、
朝
廷
の
奥
を
位
鷹
づ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
も
本
稿
の
射
程
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

①
野
村
酋
掲
門
後
光
明
天
皇
の
即
位
と
江
戸
幕
府
」
。

②
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
野
村
前
掲
『
日
本
近
世
国
家
の
確
立
と

　
天
皇
睡
は
「
四
方
拝
・
節
会
・
神
楽
な
ど
に
お
け
る
所
作
・
作
法
扁
（
三
〇
三
頁
）

　
と
解
釈
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
拙
稿
（
龍
掲
「
書
評
『
野
村
玄
著
　
日
本
近
世

　
国
家
の
確
立
と
天
皇
』
」
）
で
は
、
朝
廷
政
務
　
般
を
示
す
可
能
点
を
指
摘
し
た
。

　
現
時
点
で
は
、
よ
り
広
く
天
皇
の
行
動
、
書
動
全
般
を
指
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
な
お
、
既
に
久
保
貴
子
は
繭
掲
門
朝
廷
の
再
生
と
朝
幕
関
係
〕
で
「
天
子
御
作
法

　
不
選
者
」
を
「
天
皇
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
動
が
あ
っ
た
場
合
は
」
と
解
釈

　
し
て
い
る
。

③
前
掲
拙
稿
「
元
禄
期
の
終
幕
関
係
と
綱
吉
政
権
」
。

④
　
㎎
石
井
行
康
日
記
㎞
（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
蔵
）
宝
永
六
年
六
月
二
十
一
日
条

　
に
、
譲
位
に
際
し
て
院
御
所
へ
「
御
供
」
し
た
女
中
が
列
挙
さ
れ
、
そ
の
中
に
虫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
匂
当
）

　
損
で
判
別
し
に
く
い
が
「
桜
井
［
□
□
□
内
侍
｝
高
辻
大
内
記
念
長
朝
臣
姉
」
が

　
い
る
。

⑤
前
掲
拙
稿
「
近
優
中
期
の
朝
廷
運
営
と
外
戚
」
。

⑥
村
和
明
コ
八
世
紀
の
朝
廷
と
職
捌
」
（
藤
田
覚
土
嚢
八
世
紀
日
本
の
政
治
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と
外
交
㎞
山
川
出
版
社
、
二
〇
｝
○
年
）
。

⑦
長
野
前
掲
「
幕
藩
制
国
家
の
政
治
構
造
と
女
性
」
。

（
京
都
光
華
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）

霊元天皇の奥と東福門院（石田）
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The　lnner　Palace　of　Emperor　Reigen　and　Former

　　　　　　　　　　　　　Empress　T6fukumon’in

by

IsHIDA　Shun

　　IB　this　article　1　examiBe　the　developments　in　the　lnBer　Palace　and　female

officials　at　the　time　of　Emperor　Reigen’s　accession　to　the　throne，　focusing　on　the

role　of　T6fukumon’in，　his　mother－in－law，　and　also　heeding　the　moves　of　the

shogunal　govemment．　The　lnner　Palace　during　the　period　of　the　emperor’s

chi｝dhood　was　under　the　control　of　T6fukumon’in　and　Sanjo－nishi　Sanenorl．

When　the　lnner　Palace　was　throwR　into　turmoil　over　the　imperial　succession　in

an　incident　known　as　the　Kinketsu’S6d6　（the　disturbance　over　the　absence　of　an

imperial　heir），　Go－Mizun6’in，　the　emperor’s　father，　and　T6fukumon’in　had

Takatsukasa　Fusako　formally　made　empress　after　consultation　with　the

shogunal　autkorlties，　and　an　intensification　of　issue　of　imperial　succession

wou｝d　thereby　be　averted　by　simply　waiting　for　her　giving　birth　to　a　prince．　ln

addition，　T6fukumon’in　was　chiefly　responsible　for　producing　the　rules　to　be

followed　by　the　female　officials　of　the　lnner　Palace，　and　the　buke　tens6，　the

imperial　courtier　charged　with　managing　communications　between　the　court

and　the　shogunal　government，　and　the　kinri－2uki　（the　samurai　official

dispatched　by　the　shogunal　authorities　to　oversee　and　protect　the　court）

perfected　a　system　that　could　directly　grasp　the　movements　of　the　emperor

within　the　lnRer　Palace．　However，　strugg｝es　within　the　lnner　Paiace　were

incessant，　and　when　the　influence　of　T6fukumon’iR　waned　after　the　emperor

reached　maturity，　the　system　grew　rigid．　After　the　deaths　of　T6fukumon’in　and

Go－MizuR6’in，　the　emperor　proceeded　with　a　re－organization　of　the　lnner　Palace，

and　on　his　abdication　to　his　son　Emperor　Higashiyama，　he　installed　in　the　lnner

Palace　of　Emperor　Higashiyama　female　officials　who　were　his　maternal

relatives　with　whom　he　was　closely　associated　in　order　that　he　could　exercise　a

powerful　infiuence　on　the　lnner　Palace　even　after　he　had　left　the　throne．

（　540　）


